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エ
ジ
プ
ト
に
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る
貧
困

「
門
戸
開
放
」
経
済
政
策

貧
困
対
策
の
内
容
と
問
題
点

結
論
と
今
後
の
研
究
課
題

第
一
章
問
題
へ
の
視
角

　
現
在
、
世
界
的
に
見
て
、
い
わ
ゆ
る
先
進
工
業
国
と
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
の
間
の
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
紀
元
二
〇
〇
〇
年
へ
向
け
て
の
発
展
予
測
で
は
、
商
品
お
よ
び
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
高
は
、
産
業
化
さ
れ
た
諸
国
に
お
い
て
よ
り
、
多
く
の

発
展
途
上
諸
国
に
お
い
て
一
層
急
速
に
増
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
世
界
人
口
増
加
の
大
部
分
が
、
よ
り
貧
し
い
発

展
途
上
諸
国
に
お
い
て
起
こ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
発
展
途
上
諸
国
の
一
人
当
り
所
得
は
低
レ
ベ
ル
に
抑
え
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
言

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
五
　
　
（
四
九
三
）



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
六
　
　
（
四
九
四
）

え
ば
、
紀
元
二
〇
〇
〇
年
に
お
け
る
先
進
工
業
国
の
一
人
当
り
年
間
国
民
総
生
産
は
、
平
均
し
て
八
○
○
○
ド
ル
（
一
九
七
五
年
の
ド
ル
価
を
基
準

に
し
て
）
に
達
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
発
展
途
上
国
の
そ
れ
は
、
平
均
し
て
六
〇
〇
ド
ル
以
下
に
抑
え
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
世
界
の
一
人
当
り
食
糧
生
産
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
間
に
約
一
五
％
増
加
す
る
が
、
増
加
す
る
食
糧
生
産
の
大
部
分
は
、
食

糧
消
費
が
必
要
以
上
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
先
進
工
業
諸
国
に
お
い
て
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
発
展
途
上
諸
国
に
お
い
て
は
、
十
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
食
糧
を
確
保
す
る
こ
と
が
深
刻
な
間
題
に
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
つ
と
も
貧
困
は
発
展
途
上
国
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
い
。
先
進
工
業
国
内
部
に
も
依
然
と
し
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
一
人
当
り
国
民

所
得
を
比
較
し
た
場
合
に
先
進
工
業
国
が
発
展
途
上
国
を
大
き
く
上
回
つ
て
い
る
と
し
て
も
、
貧
困
の
認
識
は
、
そ
の
社
会
の
階
級
構
造
の
中
で

各
階
級
の
生
活
程
度
を
相
互
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
相
対
的
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
発
展
途
上
諸
国
に
お
け
る
貧
困
の
特
徴
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
植
民
地
か
ら
の
独
立
を
達
成
し
た
そ
れ
ら
の
国
々
が
、
　
「
貧
困
の
除

去
」
を
そ
の
経
済
開
発
の
最
大
の
目
的
と
し
て
設
定
し
て
い
な
が
ら
、
戦
後
三
五
年
の
間
に
重
要
な
改
善
が
達
成
さ
れ
な
か
つ
た
と
い
う
点
で
あ

る
o

　
こ
の
問
題
を
中
東
地
域
に
つ
い
て
見
る
と
、
中
東
社
会
の
三
つ
の
部
分
で
あ
る
都
市
・
農
村
・
遊
牧
社
会
を
通
じ
て
、
戦
後
三
〇
年
の
間
に
貧

困
（
苧
評
ρ
邑
の
悪
循
環
が
根
強
く
生
残
つ
て
い
る
。
　
「
戦
後
の
急
速
な
都
市
化
の
進
展
は
、
過
度
の
都
市
化
と
評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
都
市

の
偽
装
失
業
を
増
大
し
、
ス
ラ
ム
が
拡
大
さ
れ
た
。
都
市
の
産
業
は
、
流
入
す
る
人
口
を
吸
収
で
き
ず
、
ま
た
水
道
、
電
力
、
交
通
、
住
宅
が
増

大
す
る
都
市
人
口
を
支
え
き
れ
な
く
な
つ
て
い
る
。
都
市
人
口
の
貧
困
化
は
、
中
東
諸
国
に
お
け
る
都
市
暴
動
の
主
要
な
要
因
に
な
つ
て
い
る
。

都
市
で
は
、
農
村
・
遊
牧
社
会
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
伝
統
的
な
社
会
関
係
が
稀
薄
で
あ
り
、
ま
た
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
流
入
要
素
か
ら
な
つ
て

い
る
た
め
社
会
的
不
安
定
が
あ
か
ら
さ
ま
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
農
村
・
遊
牧
社
会
の
貧
困
の
改
善
は
多
く
の
国
に
お
い
て
軽
視
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

農
村
開
発
投
資
は
、
例
外
的
な
国
を
の
ぞ
き
配
分
比
率
が
低
い
。
」



　
貧
困
の
程
度
は
中
東
各
国
間
で
違
い
が
あ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
、
中
東
諸
国
政
府
の
経
済
開
発
は
社
会
的
経
済
的
な
二
重
構
造
の
是
正
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

結
び
つ
か
ず
、
下
層
階
級
を
貧
困
の
中
に
と
り
の
こ
し
た
ま
ま
、
う
わ
べ
の
近
代
化
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
本
稿
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
貧
困
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
現
在
エ
ジ
プ
ト
の
一
人
当
り
国
民
所
得
は
約
二
八
○
米
ド
ル
（
一
九
七
九
年
）

　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
考
え
ら
れ
、
一
九
七
五
年
四
月
に
は
、
一
人
当
り
国
民
所
得
が
世
界
で
最
も
低
い
四
一
ケ
国
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
貧
困
の
実
態
は

所
得
水
準
の
み
に
よ
つ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
他
欧
米
社
会
の
貧
困
測
定
の
ス
ケ
ー
ル
ー
教
育
程
度
（
文
盲
率
を
含
む
）
、

住
宅
環
境
、
栄
養
状
態
、
出
産
率
、
幼
児
死
亡
率
、
疾
病
率
等
i
を
｝
方
的
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
つ
ま
り
文
化
の
違
い
に
よ
つ
て
、
貧
困
の
捉
え
方
に
も
違
い
が
見
ら
れ
、
こ
の
違
い
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
と
同
時
に
第
二
章
に
述

べ
る
よ
う
に
、
エ
ジ
プ
ト
の
下
層
階
級
の
人
々
も
ま
た
、
よ
り
高
い
家
庭
収
入
が
得
ら
れ
る
な
ら
ば
、
多
く
の
問
題
が
解
決
し
や
す
く
な
る
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
次
世
界
大
戦
後
一
九
五
二
年
革
命
に
至
る
過
程
で
、
ワ
フ
ド
党
党
首
で
あ
り
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
総
理
大
臣
で
あ
つ
た
ム
ス
タ
フ
ァ
ッ
・
ナ

ハ
ー
ス
（
冒
更
鈴
㌫
〒
評
冨
m
）
は
、
「
貧
困
・
無
知
・
疾
病
と
闘
お
う
！
」
（
虻
き
冨
き
三
－
評
意
蓄
こ
亀
貰
邑
－
竃
器
鼠
一
）
と
国
民
に
呼
び
か
け

た
。
一
九
五
二
年
革
命
政
権
樹
立
以
降
、
こ
の
「
貧
困
と
無
知
と
疾
病
に
対
す
る
闘
い
」
は
続
き
、
今
日
に
至
つ
て
い
る
。

　
以
下
本
稿
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
が
貧
困
問
題
に
対
し
て
い
か
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
考
察
し
、
更
に
そ
の
対
処
の
仕
方
に
み
ら
れ

る
特
徴
と
間
題
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思
う
。

　
（
1
）
　
こ
れ
ら
の
発
展
予
測
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
務
省
と
「
環
境
の
特
質
に
関
す
る
協
議
会
」
（
↓
竃
0
8
昌
o
一
一
塁
国
β
〈
騨
8
彗
窪
冨
一
〇
臣
一
一
ξ
）
が
一
九
八
○
年
七
月
に
ま
と

　
　
め
た
報
告
の
中
に
見
ら
れ
る
。
（
．
、
国
醇
9
師
ω
8
8
①
蔓
崔
毒
三
の
切
矯
墜
8
帰
、
、
㌧
蕊
ミ
醤
ミ
ご
醤
ミ
禦
亀
ミ
駄
↓
篭
黛
ミ
鳴
冒
蔓
さ
0
9
ご
c。
ρ
℃
●
一
）

　
（
2
）
　
板
垣
雄
三
編
『
中
東
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
第
四
章
第
八
節
、
富
と
貧
困
（
中
岡
三
益
）
、
二
七
九
頁
。
（
講
談
社
、
昭
和
五
三
年
）
。

　
ε
）
9
巨
＞
卜
塁
一
P
槽
謹
ミ
。
概
ミ
ミ
N
ミ
軌
§
ミ
㌧
ミ
ミ
電
㌦
＞
砺
ミ
＆
ミ
導
鳴
㌔
。
ミ
篭
偽
ミ
騨
§
。
§
紀
ミ
9
。
ミ
融
誉
峯
謹
ト
ミ
騨
q
ミ
ミ
こ
塁
量
軋
軌
－

　
　
N
も
「
♀
U
9
留
P
一
S
合
中
岡
・
堀
訳
『
現
代
ア
ラ
ブ
の
成
長
と
貧
困
』
（
東
洋
経
済
社
、
一
九
七
六
年
）
。

　
（
4
）
≧
一
国
。
田
冨
一
U
①
ω
ω
。
畠
画
（
宏
ω
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冨
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響
o
騰
。
ω
ω
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評
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ξ
9
国
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8
0
昌
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暮
一
8
一
ω
。
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窪
8
り
O
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d
鉱
＜
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琶
な
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》
h
§
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§
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蔑
『
＆
ミ
帆
§
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二
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）
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マ
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・
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第
二
章
　
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
貧
困

　
現
在
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
下
層
階
級
は
、
ど
の
よ
う
な
生
活
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
か
。
そ
の
貧
困
状
態
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
状
態

を
指
す
の
か
、
ま
た
そ
の
貧
困
故
に
、
下
層
階
級
の
人
々
の
生
涯
に
ど
う
い
う
影
響
が
現
わ
れ
て
い
る
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
政
府
が
貧
困
対

策
を
講
じ
る
際
の
基
本
的
な
状
況
認
識
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
問
題
に
進
む
前
に
、
エ
ジ
プ
ト
社
会
の
階
級
構
造
に
つ
い
て
、
概
略
的
に
で
は
あ
る
が
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
社
会
全
体

の
中
で
、
下
層
階
級
は
主
と
し
て
ど
の
よ
う
な
職
業
に
携
わ
つ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
暫
定
的
に
次
の
よ
う
な
所
得
水
準
を
基
準
と
し

て
、
階
級
区
分
を
試
み
る
。
O
下
層
階
級
　
月
収
○
～
二
五
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
⇔
中
層
階
級
　
④
そ
の
下
半
部
　
月
収
二
五
～
一
〇
〇
エ
ジ

プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
＠
そ
の
上
半
部
　
月
収
一
〇
〇
～
二
〇
〇
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
目
上
層
階
級
　
月
収
二
〇
〇
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

九
七
六
～
一
九
七
八
年
当
時
）
。
　
（
但
し
以
下
の
階
級
区
分
は
、
い
ま
だ
筆
者
の
推
測
の
域
を
出
な
い
部
分
が
多
い
点
に
留
意
さ
れ
た
い
。
）

　
一
、
職
種
か
ら
見
た
上
層
階
級
の
構
成
（
以
下
の
順
位
は
所
得
の
多
い
順
）

　
　
①
エ
ジ
プ
ト
以
外
の
ア
ラ
ブ
諸
国
へ
の
出
稼
ぎ
労
働
者
、
②
貿
易
業
者
・
設
計
技
師
・
建
築
業
者
、
③
大
学
教
授
・
医
師
・
弁
護
士
・
技

　
　
師
・
会
計
士
、
㈲
民
間
部
門
の
筋
肉
労
働
者
（
鉛
管
工
、
電
気
工
等
）
、
⑥
政
府
大
臣
・
国
民
議
会
議
員
・
公
共
、
民
間
両
部
門
の
会
社
社
長
お

　
　
よ
び
工
場
長
・
果
樹
園
所
有
者
・
農
場
所
有
者
・
外
資
系
企
業
従
業
員
。



　
二
、
中
層
階
級

　
　
①
政
府
関
係
の
上
級
お
よ
び
中
級
公
務
員
・
民
間
部
門
の
上
級
お
よ
び
中
級
従
業
員
・
一
〇
〇
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ン
か
ら
五
フ
ェ
ッ
ダ
ー
ン
ま
で

　
　
の
農
地
を
所
有
す
る
農
民
。

　
三
、
下
層
階
級

　
　
①
政
府
機
関
お
よ
び
公
共
部
門
の
下
級
公
務
員
・
民
間
部
門
の
会
社
お
よ
び
主
場
の
下
級
従
業
員
・
五
フ
ェ
ヅ
ダ
ー
ン
以
下
の
農
地
所
有
農

　
　
民
・
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
未
熟
練
労
働
者
。

　
こ
の
階
級
区
分
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
下
層
階
級
の
構
成
要
素
の
中
に
は
、
農
村
地
域
の
多
数
の
零
細
農
民
（
苧
頴
凝
冨
奉
）
が
含
ま
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
。
実
際
エ
ジ
プ
ト
総
人
口
の
約
半
数
は
農
民
で
あ
る
。
従
つ
て
農
村
に
お
け
る
貧
困
の
実
態
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
さ
し
あ
た
つ
て
都
市
地
域
の
実
態
を
扱
う
。
ま
た
都
市
地
域
で
見
ら
れ
る
貧
困
の
パ
タ
ー
ン
は
、
農
村
地
域
の
そ
れ
と
多
く
の
共
通
点
を

持
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
下
の
貧
困
の
実
態
描
写
は
、
主
と
し
て
カ
イ
ロ
の
ブ
ー
ラ
ー
ク
（
望
互
）
と
い
う
貧
困
地
区
に
関
し
て
人
類
学
の
視
角
か
ら
な
さ
れ
た
調
査

　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

報
告
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
調
査
だ
け
か
ら
都
市
地
域
の
貧
困
の
実
態
を
一
般
化
す
る
こ
と
は
さ
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
実
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

の
特
徴
を
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
司
　
ブ
ー
ラ
ー
ク
住
民
の
所
得
水
準

　
第
一
図
に
あ
る
よ
う
に
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
地
区
の
サ
ン
プ
ル
と
な
つ
た
家
庭
は
、
先
に
掲
げ
た
所
得
水
準
を
基
準
に
す
れ
ば
、
全
体
的
に
見
て
下

層
階
級
に
属
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
月
収
二
〇
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
の
グ
ル
ー
プ
の
中
に
は
、
中
層
階
級
以
上
の
生
活
様
式
を
支
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
の
所
得
を
得
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
下
層
階
級
の
生
活
様
式
を
取
り
続
け
て
い
る
世
帯
が
あ
る
。

エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て

二
〇
九
　
　
（
四
九
七
）



100％

第一図　ブーラーク住民の所得水準

　　　　　　　　56％　　　70％O％

エ
ヅ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て

注1　サンプルとなつた175世帯についての百分率である。

　2　Andrea　Rugh，Coヵ初8卿≠h．Po兜7妙ゼ％且C認70Co吻灘πガ妙，p．35を基にして筆者

　　作成。

凶
二
〇
　
　
　
（
四
九
八
）

㈲
住
宅
環
境

　
サ
ン
プ
ル
世
帯
一
七
五
の
中
一
四
〇
世
帯
（
八
○
％
）
は
、
家
族
全
員
が
一
部
屋
に
住
ん
で
い
る
、
　
こ
の

一
部
屋
が
、
睡
眠
、
食
事
、
団
攣
、
洗
濯
、
料
理
、
物
置
の
機
能
を
全
て
果
た
す
。
そ
の
世
帯
が
調
度
一
式

を
全
て
持
つ
て
い
れ
ば
、
各
々
の
調
度
が
そ
の
よ
う
な
様
々
な
機
能
を
代
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
睡
眠
の
た

め
の
ベ
ッ
ド
、
物
置
の
役
割
も
果
た
す
食
器
棚
、
団
簗
の
た
め
の
ベ
ン
チ
、
洗
濯
の
た
め
の
大
き
な
盤
、
食

事
の
た
め
の
テ
ー
ブ
ル
、
料
理
の
た
め
の
灯
油
．
ハ
ー
ナ
ー
で
あ
る
。
サ
ン
プ
ル
世
帯
の
中
四
一
％
が
こ
の
調

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
V

度
一
式
を
全
て
持
つ
て
い
る
が
、
そ
の
五
・
七
％
は
こ
の
調
度
の
ど
れ
一
つ
を
も
持
つ
て
い
な
い
。

　
カ
イ
ロ
全
体
の
住
宅
環
境
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
観
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
カ
イ
ロ
に
お
い
て
は
毎

年
二
、
O
O
O
～
三
、
○
○
○
戸
の
家
屋
が
老
朽
化
等
に
よ
り
倒
壊
し
、
約
三
万
戸
が
下
水
設
備
を
欠
い
て

い
る
。
例
え
ば
イ
シ
ャ
シ
ュ
・
ア
ル
ト
ル
ゴ
マ
ン
地
区
で
は
、
四
、
〇
三
二
世
帯
に
台
所
が
な
く
、
四
、
一

五
六
世
帯
に
風
呂
場
・
便
所
が
な
い
。
カ
イ
ロ
に
は
三
〇
〇
万
世
帯
が
生
活
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て

家
屋
数
は
二
〇
〇
万
戸
で
あ
る
。
従
つ
て
カ
イ
ロ
の
全
人
口
の
四
二
％
は
一
部
屋
の
家
か
、
ス
ラ
ム
街
か
、

「
死
者
の
町
」
（
ヵ
イ
鐸
東
部
に
あ
る
地
区
で
、
元
来
は
墓
地
で
あ
つ
た
所
に
、
人
々
が
住
み
つ
い
て
い
る
…
筆
者
注
）

に
住
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
毎
年
五
万
五
、
○
○
○
～
六
万
戸
の
新
住
宅
が
建
設
さ
れ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

更
に
毎
年
七
万
戸
が
そ
れ
に
加
え
て
建
設
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
＠
教
　
　
　
育

　
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
は
、
子
供
た
ち
が
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
目
常
生
活
に
必
要
な
簡
単
な
算
数
を
習

う
こ
と
は
有
益
だ
と
感
じ
て
い
る
。
従
つ
て
ほ
と
ん
ど
の
家
庭
は
進
ん
で
子
供
た
ち
を
小
学
校
へ
や
る
。
両



親
に
と
つ
て
、
子
供
の
学
校
教
育
を
継
続
さ
せ
る
べ
き
か
否
か
の
決
定
が
間
題
と
な
る
の
は
、
中
学
校
入
学
時
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
点
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
る
と
、
子
供
が
家
庭
収
入
の
稼
ぎ
手
と
し
て
の
潜
在
能
力
を
有
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
も
う
一
つ
の
傾
向
と
し
て
、
下
層
階
級
の
親
は
子
供
た
ち
に
正
規
の
学
校
教
育
を
受
け
さ
せ
る
よ
り
も
、
特
別
の
技
術
訓
練
を
受
け
さ
せ
よ
う

と
す
る
傾
向
が
強
い
。
そ
の
技
術
が
よ
り
早
く
報
酬
を
も
た
ら
す
か
ら
で
あ
る
。
機
械
工
、
大
工
、
ペ
ン
キ
職
人
、
鉛
管
工
、
洋
服
屋
、
お
針
子

の
よ
う
な
仕
事
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
一
定
の
見
習
い
期
間
を
必
要
と
す
る
。
見
習
い
期
間
中
の
賃
金
は
普
通
週
給
○
・
五
～
一
エ
ジ
プ

ト
・
ポ
ン
ド
と
低
い
が
、
究
極
的
に
は
未
熟
練
労
働
者
（
例
え
ば
使
い
走
り
を
す
る
店
の
小
僧
）
が
稼
ぎ
う
る
賃
金
を
は
る
か
に
上
回
る
。
そ
れ
に
対

し
て
未
熟
練
労
働
者
の
賃
金
は
、
在
職
年
数
が
増
し
て
も
余
り
多
く
な
ら
な
い
反
面
、
初
め
は
熟
練
労
働
者
の
見
習
い
期
間
中
の
賃
金
を
上
回

る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
両
親
は
子
供
を
見
習
い
に
出
す
か
否
か
の
決
定
を
迫
ら
れ
る
。
つ
ま
り
見
習
い
に
出
す
場
合
に
は
、
子
供
が
未
熟

練
労
働
に
よ
り
家
庭
に
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
よ
り
高
い
所
得
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
多
く
の
家
庭
が
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

犠
牲
に
堪
え
切
れ
ず
、
そ
の
結
果
子
供
は
熟
練
労
働
者
と
し
て
の
技
術
訓
練
を
全
う
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
⑥
　
平
均
的
家
庭
の
生
涯
の
特
徴

　
第
一
表
は
ブ
ー
ラ
ー
ク
の
平
均
的
家
庭
の
生
涯
モ
デ
ル
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
娘
に
は
早
く
結
婚
さ
せ
て
親
の
家
を
離
れ
さ
せ
よ
う
と
す
る
一

方
、
息
子
は
で
き
る
だ
け
家
に
残
し
て
両
親
や
兄
弟
の
必
要
を
金
銭
的
に
援
助
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
ま
た
稼
ぎ
手
を
多
く
す
る
た
め
両
親
は
た
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

さ
ん
の
子
供
を
作
ろ
う
と
す
る
。

　
第
一
段
階
で
は
、
結
婚
に
際
し
て
一
組
の
男
女
は
、
家
族
の
経
済
的
考
慮
か
ら
派
生
す
る
様
々
な
妥
協
を
強
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
婚
礼
費
用
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
12
）

約
の
考
慮
が
、
結
婚
相
手
の
個
人
的
な
選
択
に
優
先
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
家
族
の
一
員
が
病
気
に
か
か
つ
た
場
合
、
家
計
に
対
し
て
次
の
二
つ
の
逼
迫
が
生
じ
る
。
第
一
は
医
療
実
費
（
ブ
ー
ラ
ー
ク
で
は
民
間
の
慈
善
団

体
の
診
療
所
で
○
・
一
五
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
最
高
が
約
ニ
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
）
と
薬
代
で
、
家
族
は
こ
れ
に
必
要
な
費
用
を
、
親
類
・
友
人
か
ら

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一
　
　
（
四
九
九
）



第一表　ブーラークの下層階級家庭の生涯モデル（仮説）

段 階

1．一組の男女
　結婚

2．最初の子供
　誕生

3．　この時まで

　に幾人かの小

　さな子供がで

　きる

4．最年長の子
　供が16才にな

　る

5．夫が死ぬ。

　最後の子供が

　生まれる。

6．最年長の男
　子が結婚年令

　に達する

7．　母が死ぬ◎

社会経済的意味

　夫は結婚に十分な所得を得る

まで待つていた。1妻は法的に

認められる最少年令で結婚し
たo

女性は一年目に子供を生むこ

とを期待される。

　しばらくの間家計に対する相

当の逼迫が感じられる。

　もしその子供が男子なら働く

ことができる（既に低い賃金で

働いているかも知れない）1も

し女子なら、その娘を結婚させ

ようとする圧力がかかる・娘の

結婚は家計を更に逼迫させる。

　危機的時期が始まり、所得は

子供、親類および／または福祉

を通して得るようになる。他の

家族と一緒に住む場合もある。

　その子供の結婚費用およびそ

れまでその子供を通じて得られ

た所得の喪失。これ以後家計は

働いているか、或いは結婚する

子供の数に左右される。

　最年少の子供はまだ16才以下

である場合もある◎

父の年令

27

28

39

44

51．6

母の年令

16

17

28

33

40．6

44

53．8

年の供子
令

O－11

が
長
6

年
1

最

最年少が

生まれる

最年長が

　27

が
少
3

年
1

最

注1　Andrea　Rugh，Coが％8四尭h　Po〃θ”』y勉！1Cα」70Co吻甥％，z尭y，P．55．

エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て

（
五
〇
〇
）

ニ
一
ニ



集
め
る
か
、
慈
善
団
体
に
要
求
す
る
か
、
所
持
品
を
質
屋
に
売
る
か
し
て
得
る
。
第
二
は
、
病
気
に
か
か
つ
た
者
は
、
療
養
期
間
の
間
仕
事
か
ら

離
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
そ
の
者
を
通
し
て
家
庭
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
所
得
が
失
わ
れ
る
。
ま
た
ブ
ー
ラ
ー
ク
の
住
民
が
多
く
従
事

し
て
い
る
仕
事
－
未
熟
練
労
働
1
の
場
合
、
療
養
期
間
後
に
元
の
仕
事
に
復
職
す
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
く
、
事
実
上
失
職
す
る
。
ブ
ー
ラ

ー
ク
の
労
働
者
に
は
、
社
会
保
障
や
疾
病
手
当
は
非
常
に
稀
に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
。
更
に
入
院
の
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
入
院
許
可
を
得
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

め
に
、
先
ず
五
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
を
払
つ
て
開
業
医
に
推
薦
状
を
書
い
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
も
っ
と
も
理
論
的
に
は
エ
ジ
プ
ト
は
全
国
民
が
無
料
で
医
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
病
人
が
出
た
際
に
、
そ
の

無
料
の
公
共
医
療
に
頼
ら
な
い
の
は
、
次
の
三
つ
の
理
由
に
ょ
る
。
第
一
は
、
病
人
が
長
い
列
を
作
つ
て
順
番
を
待
つ
た
り
、
自
分
の
治
療
の
順

番
を
長
期
間
に
わ
た
つ
て
待
つ
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
は
、
自
分
の
順
番
が
よ
う
や
く
回
つ
て
き
た
時
に
受
け
る
お
ざ
な
り
の
診

察
に
、
人
々
は
信
頼
感
を
抱
い
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
は
、
無
料
で
得
ら
れ
る
は
ず
の
薬
が
し
ば
し
ば
手
に
入
ら
な
か
つ
た
り
、
服
薬
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

要
領
が
正
確
に
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
服
用
法
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
全
体
的
に
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
住
民
の
日
常
生
活
を
見
る
と
、
生
活
必
需
品
を
得
る
手
段
が
そ
の
場
限
り
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
生
涯
モ
デ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

（
第
一
表
）
の
第
三
、
四
、
五
、
六
段
階
に
お
い
て
、
経
済
的
資
力
の
不
足
か
ら
生
じ
る
圧
迫
を
経
験
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
状
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
無
力
感
が
、
彼
ら
の
間
に
は
浸
透
し
て
い
る
。

　
伶
　
貧
困
の
世
代
か
ら
世
代
へ
の
継
続

　
以
上
述
べ
た
貧
困
の
実
態
に
基
づ
い
て
、
貧
困
が
世
代
か
ら
世
代
へ
と
継
続
す
る
要
因
は
次
の
三
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
一
は
人
口
的
要
因
（
家
族
成
員
の
数
と
種
類
）
で
あ
り
、
第
二
は
役
割
の
限
定
、
す
な
わ
ち
人
々
が
自
分
た
ち
の
問
題
に
取
り
組
む
上
で
の
融

通
性
あ
る
い
は
硬
直
性
の
程
度
で
あ
り
、
第
三
は
特
別
の
出
費
（
結
婚
、
病
気
、
死
亡
、
他
の
家
族
の
問
題
の
負
担
を
分
担
す
る
こ
と
）
の
大
き
さ
で
あ

る
。
ま
た
出
産
率
・
文
盲
率
の
高
さ
、
熟
練
の
欠
如
、
女
性
が
働
く
こ
と
に
対
す
る
規
範
的
制
約
、
寡
婦
・
離
婚
女
性
の
多
さ
は
、
み
な
経
済
的

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
魅
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二
　
　
（
五
〇
一
）



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
四
　
　
（
五
〇
二
）

資
力
の
不
足
を
継
続
さ
せ
る
促
進
要
因
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
所
得
が
最
低
水
準
に
近
い
場
合
、
平
均
的
家
庭
が
家
計
の
危
機
を
一
つ
一
つ
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

と
か
切
り
抜
け
る
以
上
の
こ
と
を
実
行
す
る
の
は
、
非
常
に
難
し
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
よ
り
具
体
的
に
、
あ
る
世
代
の
貧
困
は
次
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
次
の
世
代
へ
循
環
す
る
。
す
な
わ
ち
文
盲
で
未
熟
練
の
夫
が
そ
の
能
力
の
範

囲
で
仕
事
を
求
め
る
。
そ
の
仕
事
が
も
た
ら
す
所
得
は
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
時
の
経
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
拡
大
す
る
家
族
を
養
う
の
に
十

分
な
程
伸
び
な
い
。
こ
こ
に
子
供
た
ち
が
家
庭
の
所
得
に
寄
与
す
る
必
要
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
子
供
た
ち
が
よ
り
高
い
所
得
の
仕
事
に

就
く
た
め
に
不
可
欠
な
学
校
教
育
や
技
術
訓
練
か
ら
、
途
中
で
脱
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作
り
出
す
。
こ
う
し
て
子
供
は
再
び
未
熟
練
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

者
と
し
て
の
生
涯
に
引
き
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
は
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
の
平
均
的
家
庭
が
子
供
の
学
校
教
育
や
職
業
訓
練
そ
の
も
の
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
ら
は
よ
り
高

い
家
庭
収
入
が
自
分
た
ち
の
持
つ
多
く
の
問
題
を
解
決
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
、
ま
た
未
熟
練
労
働
を
通
し
て
は
高
所
得
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

知
つ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
子
供
の
教
育
費
の
負
担
に
堪
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
社
会
福
祉
制
度
の
問
題
点

　
ブ
ー
ラ
ー
ク
の
学
校
・
医
療
施
設
・
福
祉
団
体
（
政
府
・
民
間
双
方
）
は
住
民
に
対
し
て
最
小
限
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
は
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
救
済
す
べ
き
者
全
て
を
助
け
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
施
設
を
持
つ
て
い
な
い
。
ま
た
救
済
活
動
が
実
質
的
に
状
況
を
改
善
す
る
た
め

の
行
動
に
集
中
し
て
い
な
い
。
更
に
、
施
設
が
外
の
集
団
に
既
得
権
益
が
あ
る
部
外
者
に
よ
つ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ブ
ー
ラ
ー
ク

居
住
者
の
参
加
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
が
、
制
度
を
非
能
率
的
に
し
て
い
る
。
部
外
者
が
下
層
階
級
の
環
境
に
長
く
、
深
く
接
触
す
る
こ
と
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
、
下
層
階
級
の
問
題
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
制
度
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
の
過
程
で
最
大
の
欠
陥
は
、
そ
れ
に
従
事
す
る
担
当
者
が
、
正
当
な
サ
ー
ビ
ス
の
配
給
を
管
理
す
る
の
み
な
ら

ず
、
往
々
に
し
て
そ
れ
に
関
連
し
た
搾
取
的
な
サ
ー
ビ
ス
配
給
を
も
行
な
う
こ
と
に
あ
る
。
例
え
ば
、
O
学
校
の
先
生
が
授
業
時
間
内
で
科
目
を



生
徒
に
よ
り
良
く
理
解
さ
せ
る
べ
き
な
の
に
、
授
業
時
間
外
に
特
別
の
授
業
料
を
取
つ
て
個
人
教
授
を
す
る
σ
⇔
殺
虫
剤
を
散
布
す
る
こ
と
に
な

つ
て
い
る
保
健
所
員
が
、
そ
の
殺
虫
剤
を
散
布
せ
ず
に
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
の
家
庭
に
売
つ
て
い
る
。
㊧
共
同
水
道
の
蛇
口
を
管
理
し
て
い
る
者
が
、

水
を
汲
み
に
来
る
回
数
の
多
い
住
民
か
ら
金
を
取
る
。

　
こ
う
し
た
慣
例
を
な
く
す
一
つ
の
方
法
は
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
に
対
す
る
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
方
法
は
、
住
民
か
ら

の
苦
情
を
吸
い
上
げ
る
責
任
経
路
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
更
に
効
果
的
な
方
法
は
、
従
来
の
制
度
に
競
合
す
る
新
し
い
制
度
を
打

ち
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
搾
取
的
慣
例
O
に
対
し
て
は
、
ブ
ー
ラ
ー
ク
に
住
む
大
学
生
に
呼
び
か
け
て
、
個
人
教
授
を
必
要
と
す
る
子
供

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

た
ち
に
放
課
後
、
最
低
の
授
業
料
で
教
え
さ
せ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
⑨
新
し
い
貧
困
対
策
設
定
の
必
要
性

　
O
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
の
設
立
。
訓
練
期
間
の
間
適
当
な
金
額
を
訓
練
生
に
支
払
う
。

　
⇔
職
業
紹
介
所
の
設
置
。
訓
練
期
間
が
終
了
し
た
段
階
で
、
労
働
市
場
の
需
要
に
合
つ
た
仕
事
を
斡
旋
す
る
。

　
㊧
不
完
全
雇
用
の
状
態
に
現
在
置
か
れ
て
い
る
下
層
階
級
の
女
性
に
対
し
て
、
仕
事
の
機
会
を
与
え
る
。
そ
の
際
時
間
の
融
通
が
効
き
、
ま
た

家
庭
に
持
ち
帰
れ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
更
に
良
い
。
例
え
ば
、
外
国
市
場
向
け
の
手
工
芸
品
生
産
で
あ
る
。
賃
金
は
、
未
亡
人
が
一
人
で
そ
の
家

族
全
員
を
十
分
に
養
え
る
程
度
に
、
安
定
的
か
つ
継
続
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
画
開
発
計
画
に
で
き
る
だ
け
対
象
地
域
の
住
民
を
雇
用
す
る
。
こ
れ
は
雇
用
さ
れ
た
住
民
に
所
得
を
も
た
ら
す
し
、
そ
の
地
域
の
問
題
を
よ
く

理
解
す
る
の
に
役
立
つ
。
開
発
計
画
は
対
象
住
民
の
基
本
的
要
求
に
敏
感
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㊨
寄
付
に
よ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
運
営
が
財
源
を
提
供
す
る
人
の
気
ま
ぐ
れ
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
大
ぎ
い
。
自
立
的
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
に
よ
つ
て
収
益
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
を
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
再
投
資
す
る
。

　
㈹
理
論
的
な
説
明
よ
り
も
、
実
際
に
住
民
が
利
用
で
ぎ
る
施
設
を
提
供
す
る
。
例
え
ば
清
潔
さ
に
つ
い
て
の
講
演
を
す
る
よ
り
も
、
安
い
使
用

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
五
　
　
　
（
五
〇
三
）



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

料
で
利
用
で
ぎ
る
シ
ャ
ワ
ー
施
設
や
洗
濯
機
を
設
置
す
る
方
が
効
果
的
で
あ
る
。

　
㈹
既
存
の
制
度
（
水
の
配
給
、
ゴ
、
・
・
処
理
等
）
に
改
良
を
加
え
る
よ
う
に
す
る
。
そ
の
地
域
独
特
の
問
題
解
決
方
法
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

的
で
あ
つ
て
も
、
そ
れ
に
代
わ
る
新
し
い
方
法
が
実
現
す
る
ま
で
は
、
禁
止
す
べ
き
で
は
な
い
。

（
五
〇
四
）

そ
れ
が
い
か
に
非
合
理

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
貧
困
の
実
態
に
つ
い
て
二
つ
の
特
徴
を
指
摘
で
ぎ
る
。
第
一
に
、
生
活
水
準
が
必
要
最
低
限
の
衣
食
住
し
か
満
た
さ
れ
て

い
な
い
段
階
に
あ
り
、
し
か
も
財
源
の
極
端
な
欠
如
に
よ
り
、
そ
の
最
低
水
準
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
で
す
ら
奪
闘
的
努
力
が
必
要
と
さ
れ

る
。
そ
の
延
長
線
上
に
第
二
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
貧
困
状
態
が
起
因
と
な
つ
て
、
下
層
階
級
の
人
々
の
階
級
移
動
が
阻
ま
れ
て
い
る
。
一
般
的

に
、
社
会
の
下
層
か
ら
中
層
へ
の
階
級
移
動
は
、
O
未
熟
練
、
文
盲
の
祖
父
ー
↓
口
熟
練
、
筋
肉
労
働
の
父
↓
日
頭
脳
労
働
、
政
府
官
僚
の
息

子
と
い
う
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
。
と
こ
ろ
が
予
期
さ
れ
な
い
家
計
の
危
機
が
子
供
の
訓
練
期
間
中
に
起
こ
つ
た
場
合
、
子
供
は
未
熟
練
労
働

に
引
き
戻
さ
れ
、
階
級
移
動
は
次
世
代
へ
持
ち
越
さ
れ
る
。
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（
2
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西
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済
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危
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頁
。

　
　
所
得
に
よ
る
階
級
区
分
を
考
え
る
上
で
、
中
央
組
織
・
行
政
機
構
（
鈴
ー
冒
げ
習
ロ
乍
竃
貰
寄
N
藁
ロ
一
一
？
↓
き
鼠
目
一
・
≦
巴
山
畠
霜
江
）
に
働
く
一
五
〇
名
の
職
員
に
対
す
る
次
の

　
　
よ
う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
は
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
な
た
は
、
エ
ジ
プ
ト
最
高
の
高
額
所
得
者
が
い
か
な
る
職
種
の
入
だ
と
思
う
か
」
と
い
う
資
間
に
対
し
て
、
次

　
　
頁
の
よ
う
な
返
答
が
得
ら
れ
た
。
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。
ミ
黛
ミ
肉
ミ
ミ
㌧
ミ
ミ
逆
一
肉
鴫
愚
ひ
這
ミ
（
醤
Φ
男
＆
Φ
冨
一
切
8
q
菖
。
9
0
醇
9
即
昌
＼
冒
3
旨
畿
。
臣
一

　
　
U
昌
9
0
茜
磐
冒
諄
ご
昌
国
Φ
器
貸
9
即
o
一
〇
9
8
園
ξ
亀
国
ヨ
宮
o
矯
ヨ
Φ
旨
ぎ
U
o
＜
o
一
〇
且
お
O
o
琶
＃
一
8
y
O
Φ
賠
く
斜
お
お
の
よ
う
な
重
要
な
研
究
が
既
に
な
さ
れ
て

　
　
い
る
。
サ
ミ
ー
ル
・
ラ
ド
ワ
ン
に
よ
れ
ば
、
　
「
エ
ジ
プ
ト
農
村
の
貧
困
の
基
本
的
要
因
は
、
大
部
分
の
土
地
不
足
の
発
展
途
上
諸
国
に
お
け
る
と
同
様
に
、
生
産
資
産
－
明
ら
か

　
　
に
土
地
ー
の
不
平
等
な
分
配
に
あ
る
。
」
　
（
留
日
マ
国
＆
毒
四
P
』
晦
ミ
ミ
黛
§
肉
恥
、
宴
ミ
“
醤
軋
肉
ミ
ミ
ヤ
ミ
ミ
電
り
肉
偽
紀
黛
讐
h
も
q
い
∴
も
閃
負
冒
け
Φ
言
醇
ざ
彊
一
ピ
㌣

　
　
げ
o
q
べ
○
津
一
〇
ρ
O
Φ
器
〈
避
一
〇
ミ
一
勺
彗
o
雷
o
P
）
。

　
（
4
）
　
こ
の
調
査
は
ア
メ
リ
カ
人
人
類
学
者
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
ル
ー
　
（
＞
ロ
昏
8
開
茜
げ
）
が
一
九
七
六
年
秋
か
ら
一
九
七
八
年
秋
に
か
け
て
、
プ
ー
ラ
ー
ク
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー



九
八
○
年
現
在
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
徹
底
し
た
全
面
的
な
門
戸
開
放
政
策
（
ω
蓄
・
・
昌
7
寂
姦
ぢ
を
推
進
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
　
（
五
〇
五
）

第
三
出
皐

「
門
戸
開
放
」
経
済
政
策

　
　
　
（
民
間
）
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
7
・
ソ
ー
シ
ャ

（
5
）
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
社
会
事
業
省
（
毛
一
贔

　
は
エ
ジ
プ
ト
の
中
で
も
最
も
貧
し
い
地
域
」

（
ρ
o
）
　
　
》
昌
α
吋
o
”
　
閑
Ω
o
q
び
一
　
〇
辱
●
　
“
軌
煽
‘
　
℃
℃
Q
m

（
7
）
＆
ミ
こ
質
全
。

（
8
）
　
　
》
ω
ω
O
昌
ρ
＞
げ
q
q
一
鼠
o
ザ
O
①
昌
℃
　
“
．
ω
酔
O
℃
』

　
冒
p
奏
蔓
℃
這
o
。
ρ
℃
，
ω
P

（
9
）
＞
＆
鴇
四
国
薦
F
息
．
亀
計
り
A
o。

（
m
）
　
　
』
③
軌
亀
こ
　
℃
・
　
“
O
．

（
“
旦
）
　
　
』
守
噛
軋
こ
　
唱
．
　
う
o
の
。

（
B
）
　
　
㌧
塾
焼
匙
こ
　
℃
℃
●
　
q
O
－
O
一
．

（
B
〉
　
　
㍉
守
闘
匙
こ
　
℃
℃
・
　
“
刈
簡
　
圃
q
、
　
刈
O
り

（
M
）
　
　
』
伽
㌦
亀
こ
　
℃
。
刈
戯
、

（
お
）
　
　
』
昏
暁
匙
こ
　
℃
．
刈
c
Q
6

（
蛤
）
　
　
㌧
簿
㌦
匙
こ
　
℃
●
o
o
り
．

（
∬
）
　
　
』
守
㌦
亀
こ
　
℃
．
Oo
q
・

（
B
）
　
　
』
ふ
帖
軋
こ
　
℃
℃
・
co
q
唱
o
o
O
。

（
把
）
　
　
』
守
帖
蹴
こ
　
℃
・
o
o
O
・

（
2
0
）
　
　
N
噂
～
概
こ
　
℃
℃
●
O
一
鳩
O
㎏
●

（
飢
）
　
　
、
守
軌
亀
こ
　
℃
℃
・
O
繭
輸
O
q
●

（
2
2
）
　
　
』
守
㌦
亀
こ
　
℃
℃
●
O
戯
幅
O
O
蟻
O
①
・

（1）：大学教授……・・……・・………・…・………41名

（2）自由な実業家一…・…・一…・一一…・・27名

（3）民間部門の筋肉労働者……・…………・・21名

（4）医者一・・……・…一・…一・…………・…20名

（5）国民議会議員あるいは会社社長・…・一19名

（6）土莚業者あるいは芸術家・………・・……ユ7名

（7）州知事あるいはジャーナリ、スト………16名

（8）商入・・…………・一・……・一・…・…・9・…15名

（9〉各省副大臣・…一…・…一・・…・・…一…13名

⑯　外資系会社従業員あるし♪は警察官……10名

qの50フェッダーンの農地を所有する農

民一・………………………一…一・………7名

⑫技師……………・…・…・…………………5名

⑧　会社部長あるいはエ場長………………4名

⑳　政府公務員……・…………・・……………1名

　（“a1一耳irfiyuAhammumina1－Mud1ri

！1”「筋肉労働者は課長より重要！」

in且脚吻」一廊％雁，U言usζus16，1980，
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ω
菖
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q
日
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・
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、
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偽
窪
論
2
。
』
辞
冒
。
慕
菖
。
量
0
§
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茸
博
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畿
。
房
鼠
軽
昌
。
ω
・
戸
。
呂
。
旨

ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
と
し
て
行
な
つ
た
も
の
で
あ
る
。
（
＞
β
脅
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匿
¢
の
ダ
O
サ
無
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℃
。
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し

博
一
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言
堅
警
．
冒
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H
達
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．
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外
部
長
、
ザ
イ
ナ
ブ
ッ
・
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ゲ
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（
置
毎
。
N
o
ぎ
3
切
7
2
謂
9
）
に
よ
れ
ば
、
「
ブ
3
ラ
ー
ク

地
域
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

℃
マ
ω
ヂ
ω
伊
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。



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
八
　
　
（
五
〇
六
）

エ
ジ
プ
ト
経
済
の
門
戸
を
、
外
国
！
ー
主
と
し
て
西
側
先
進
国
か
ら
の
投
資
に
対
し
て
大
き
く
開
い
て
い
る
。

　
そ
し
て
こ
の
外
資
導
入
を
基
盤
に
し
て
、
国
内
開
発
を
押
し
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
一
九
七
八
年
か
ら
五
ケ
年
開
発

計
画
（
一
九
七
八
～
一
九
八
二
年
）
を
進
め
、
一
九
八
○
年
に
な
つ
宅
新
し
い
五
ヶ
年
開
発
計
画
（
一
九
八
○
年
～
一
九
八
四
年
）
を
打
ち
出
し
、
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

組
ん
で
い
る
。
一
九
八
○
年
に
中
止
さ
れ
た
旧
五
ヶ
年
計
画
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
O
政
府
の
開
発
目
標
の
第
一
は
、
　
「
紀
元
二
〇
〇
〇
年
に
到
る
ま
で
に
、
一
人
当
り
国
内
総
生
産
を
現
在
の
四
倍
に
増
や
す
」
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
れ
を
コ
一
倍
」
に
増
や
す
こ
と
さ
え
非
常
に
難
し
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ず
、
人
口
抑
制
策
が
理
想

的
に
効
を
奏
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
効
果
が
実
際
に
現
わ
れ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
一
世
代
後
す
な
わ
ち
一
九
九
五
年
以
降
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
国
内
総
生
産
の
三
分
の
一
以
上
を
投
資
と
貯
蓄
へ
向
け
る
と
い
う
構
想
は
、
非
現
実
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
政
府
は
今
世
紀
末
に
お
“
て
現
在
の

生
活
水
準
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
、
国
内
総
生
産
の
五
〇
％
以
上
を
「
社
会
サ
ー
ビ
ス
」
に
費
や
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
⇔
第
二
の
開
発
目
標
は
「
増
大
す
る
労
働
人
口
に
対
し
て
、
雇
用
の
機
会
を
創
出
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
政
府
は
一
九
八
○
年
代
末
に
、
新
し

い
就
職
口
を
一
九
七
六
年
当
時
の
二
倍
以
上
、
す
な
わ
ち
一
〇
五
万
二
、
O
O
O
口
以
上
創
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
㊧
第
三
は
、
　
「
穀
物
供
給
の
自
給
化
」
で
あ
る
が
、
も
し
現
在
の
自
然
増
加
率
（
二
．
八
％
）
で
人
口
が
増
加
す
る
な
ら
、
紀
元
二
〇
〇
〇
年

に
は
、
穀
物
の
不
足
は
現
在
の
二
倍
、
七
四
〇
万
ト
ン
に
達
す
る
だ
ろ
う
。

　
画
「
ナ
イ
ル
川
流
域
・
河
口
の
三
角
洲
の
農
業
人
口
増
加
お
よ
び
カ
イ
・
の
人
口
増
加
を
減
ら
す
」
こ
と
で
あ
る
。
も
し
人
口
増
加
率
が
順
調

に
低
下
し
な
け
れ
ば
、
二
〇
〇
万
戸
以
上
の
世
帯
が
、
ナ
イ
ル
川
流
域
の
農
地
か
ら
立
ち
退
き
を
強
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
農
地
が
非
経

済
的
な
水
準
ま
で
細
分
化
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
㈲
第
五
は
、
　
「
十
分
な
住
宅
、
保
健
、
教
育
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。

　
㈲
政
府
は
一
九
七
八
年
か
ら
一
九
八
二
年
の
間
に
四
五
万
戸
の
新
住
宅
供
給
を
計
画
し
て
い
る
が
、
住
宅
に
対
す
る
需
要
は
供
給
を
上
回
り
、



　
　
住
宅
の
不
足
は
悪
化
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
現
在
の
人
口
増
加
率
が
続
く
な
ら
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
現
在
の
一
人
当
り
保
健
サ
ー
ビ
ス
水
準
を
維
持
す
る
だ
け
で
も
、
医
者
．
病
院
ベ

　
　
ッ
ド
数
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
を
二
倍
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
⑥
一
九
七
五
年
に
は
、
義
務
教
育
の
初
等
教
育
を
全
く
受
け
て
い
な
い
子
供
た
ち
が
約
二
五
〇
万
人
い
た
が
、
現
在
の
人
口
増
加
率
が
続
く
な

　
　
ら
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
未
就
学
児
童
数
は
四
六
〇
万
人
に
達
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
従
つ
て
も
し
家
族
規
模
が
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
ま
で
に
、
平
均
子
供
数
二
人
に
ま
で
縮
小
し
な
け
れ
ば
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
以
上
の
よ
う
な
開

発
目
標
の
ほ
と
ん
ど
全
て
を
達
成
で
き
な
い
と
予
想
さ
れ
る
。
現
在
エ
ジ
プ
ト
の
平
均
的
家
族
規
模
は
、
子
供
五
・
四
人
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
エ
ジ
プ
ト
の
開
発
政
策
は
色
々
な
問
題
を
は
ら
み
、
経
済
発
展
に
対
す
る
拘
束
要
因
と
な
つ
て
い
る
。
エ
ジ
プ
ト
政
府
が
今
後
そ

の
拘
束
要
因
を
一
っ
一
つ
取
り
払
つ
て
、
独
自
の
経
済
発
展
を
追
求
す
る
際
に
、
前
章
で
考
察
し
た
貧
困
の
間
題
は
必
ず
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
問
題
の
一
つ
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
経
済
発
展
は
、
貧
困
に
対
す
る
強
力
な
対
処
を
度
外
視
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
門
戸
開
放
経
済
政
策
、
お
よ
び
そ
の
下
で
の
開
発
政
策
が
、
政
府
の
貧
困
対
策
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
て
い
る
か
を
見
る
こ
と

が
必
要
と
な
る
。
門
戸
開
放
政
策
は
国
民
の
所
得
分
配
に
、
ど
う
い
う
効
果
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
下
層
階
級
の
人
々
の
た
め
に
必
要
最
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

限
の
所
得
を
生
じ
さ
せ
る
計
画
は
、
い
か
な
る
開
発
計
画
に
お
い
て
も
、
そ
の
第
一
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
厳
密
な
経
済
学
的
実
証
は
今
後
の
研
究
に
委
ね
、
エ
ジ
プ
ト
の
指
導
者
層
各
界
が
こ
の
問
題
を
い
か
に
認
識

し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。

　
「
門
戸
開
放
」
と
い
う
概
念
が
最
初
に
現
わ
れ
た
の
は
、
一
九
七
三
年
四
月
二
一
日
政
府
声
明
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
住
宅
お
よ
び
建
設

部
門
に
お
け
る
、
ア
ラ
ブ
諸
国
と
外
国
の
資
本
の
役
割
に
言
及
し
て
い
た
。
一
九
七
四
年
、
ア
ン
ワ
ル
ッ
・
サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
（
＞
5
壽
誉
の
－

留
鼠
什
）
は
「
十
月
白
書
」
（
醤
の
9
浮
R
額
寅
）
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
門
戸
開
放
政
策
を
採
用
し
た
が
、
そ
の
時
こ
の
政
策
は
、
国
民
議
会
で

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
｝
九
　
　
（
五
〇
七
）



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
唄
○
　
　
（
五
〇
八
）

賛
成
多
数
を
得
、
後
に
国
民
投
票
に
お
い
て
国
民
の
賛
成
を
も
得
た
。
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
五
年
に
か
け
て
、
幾
つ
か
の
立
法
と
決
定
が
な

さ
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
は
、
　
「
外
国
お
よ
び
ア
ラ
ブ
諸
国
の
投
資
に
関
す
る
法
律
」
（
ピ
畢
ホ
9
お
鯉
9
＞
冨
げ
鋤
巳
ぼ
H
。
曹

o
的
冨
巴
ぎ
お
ω
目
。
三
僧
巳
甲
8
N
8
β
1
以
後
「
外
国
・
ア
ラ
ブ
投
資
法
」
と
略
す
）
で
あ
つ
た
。
一
九
七
五
年
三
月
三
日
に
は
国
民
議
会
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
、
こ
の
政
策
に
つ
い
て
の
公
聴
会
が
三
回
に
わ
た
つ
て
開
か
れ
た
。

　
エ
ジ
プ
ト
指
導
者
層
各
界
に
は
こ
の
政
策
に
関
す
る
様
々
な
批
判
が
存
在
し
た
が
、
政
府
は
そ
れ
を
押
し
切
つ
て
よ
り
開
放
的
な
政
策
を
推
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

進
め
、
政
策
に
対
す
る
重
大
な
修
正
は
加
え
ら
れ
な
か
つ
た
。

　
一
九
七
七
年
一
月
に
は
、
政
府
の
現
在
の
経
済
政
策
が
下
層
階
級
の
生
活
状
態
に
及
ぼ
す
効
果
を
考
え
る
上
で
重
要
な
政
治
的
事
件
が
勃
発
し

た
。
す
な
わ
ち
一
月
一
八
日
、
政
府
が
幾
っ
か
の
生
活
必
需
品
に
対
す
る
補
助
金
を
廃
止
す
る
決
定
を
行
な
つ
た
後
に
、
エ
ジ
プ
ト
諸
都
市
に
お

い
て
激
烈
な
大
デ
モ
が
発
生
し
た
。
こ
の
決
定
は
一
月
一
七
目
に
国
民
議
会
に
提
出
さ
れ
た
一
九
七
七
年
度
予
算
の
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
、
も
し

そ
の
通
り
実
施
さ
れ
れ
ぽ
、
米
価
一
六
％
、
砂
糖
三
・
三
％
、
ガ
ス
一
三
％
、
た
ば
こ
一
二
％
、
家
庭
調
理
用
ブ
タ
ン
・
ガ
ス
四
六
％
の
値
上
げ

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
つ
た
。
ま
た
広
範
囲
に
わ
た
る
贅
沢
品
に
対
す
る
輸
入
税
も
、
決
定
通
り
実
施
さ
れ
れ
ば
、
二
倍
に
な
る
は
ず
で
あ
つ

た
。
デ
モ
は
こ
の
決
定
に
激
し
く
反
対
す
る
形
で
爆
発
し
た
。
そ
の
結
果
、
約
七
〇
名
死
亡
（
政
府
発
表
）
、
推
定
八
○
○
名
負
傷
、
一
、
二
七
〇

名
が
逮
捕
さ
れ
た
。
政
府
は
こ
の
決
定
を
棚
上
げ
す
る
と
と
も
に
、
夜
間
外
出
禁
止
令
を
敷
き
、
市
内
治
安
維
持
の
た
め
に
軍
隊
が
出
動
し
た
。

　
こ
の
物
価
暴
動
の
原
因
に
関
し
て
、
政
府
見
解
と
政
府
批
判
勢
力
の
見
解
は
異
な
つ
て
い
る
。
政
府
は
極
左
分
子
お
よ
び
左
翼
の
国
民
進
歩
連

合
党
が
大
衆
暴
動
を
扇
動
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
、
彼
ら
を
非
難
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
政
府
批
判
勢
力
は
こ
の
説
明
に
懐
疑
的
で
、
生
活
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

苦
し
い
下
層
階
級
の
人
々
の
社
会
的
不
満
が
、
突
然
の
必
需
品
値
上
げ
を
契
機
と
し
て
爆
発
し
た
も
の
と
捉
え
た
。

　
1
　
門
戸
開
放
政
策
に
対
す
る
賛
成
意
見

　
　
㈲
政
府
お
よ
び
エ
ジ
プ
ト
党
（
震
N
ぼ
墨
器
）



　
エ
ジ
プ
ト
党
〔
一
九
七
八
年
八
月
、
サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
自
ら
を
党
首
と
す
る
国
民
民
主
党
（
苧
宙
N
『
ア
毛
景
鉱
旨
匹
む
営
呂
轟
薯
）
へ
発

展
的
に
解
消
す
る
〕
は
国
民
議
会
に
お
い
て
圧
倒
的
多
数
の
議
席
を
有
す
る
、
サ
ー
ダ
ー
ト
政
権
の
支
持
集
団
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
五
月
、
六

月
、
国
民
議
会
に
お
い
て
「
外
国
・
ア
ラ
ブ
投
資
法
」
案
に
つ
い
て
討
議
が
な
さ
れ
た
際
、
ア
ラ
ブ
・
国
際
協
力
機
関
（
↓
ぎ
貯
号
螢
＆
露
R
－

富
畳
9
巴
0
8
速
聾
一
8
》
α
q
窪
蔓
）
総
裁
、
シ
ェ
リ
ー
フ
・
ル
ト
フ
ィ
（
ω
腎
議
『
島
）
は
、
こ
の
法
案
を
正
当
化
す
る
根
拠
と
し
て
、
O
ア
ラ
ブ
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

国
の
投
資
に
依
存
す
る
必
要
性
、
⇔
西
側
諸
国
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
必
要
性
を
挙
げ
た
。

　
ま
た
こ
の
時
、
エ
ジ
プ
ト
経
済
の
ど
の
部
門
が
外
国
資
本
に
開
放
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
討
議
が
な
さ
れ
た
が
、
政
府
は
投
資
領
域
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

し
て
い
か
な
る
制
約
も
設
け
な
か
つ
た
。
外
国
投
資
は
、
自
国
の
資
本
と
テ
ク
ノ
・
ジ
ー
が
不
足
し
て
い
る
部
門
に
の
み
限
定
す
べ
き
だ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

少
数
意
見
は
押
し
切
ら
れ
た
。

　
　
㈲
自
由
社
会
主
義
者
党
（
嘗
昏
三
出
貸
理
一
－
辱
冨
尊
冨
）

　
一
九
七
四
年
の
「
外
国
・
ア
ラ
ブ
投
資
法
」
案
審
議
に
お
い
て
、
党
首
ム
ス
タ
フ
ァ
・
カ
メ
ル
・
ム
ラ
ド
（
竃
蚤
静
密
馨
一
ζ
貫
巴
）
は
、

「
社
会
主
義
は
現
実
と
な
つ
た
。
従
つ
て
外
国
資
本
の
脅
威
は
全
く
無
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、
更
に
「
本
法
案
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
経

済
全
体
が
経
済
的
自
由
化
を
達
成
す
る
た
め
に
再
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
金
融
、
保
険
、
雇
用
、
外
貨
、
外
国
貿
易
の
諸
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

動
を
規
制
す
る
法
律
が
改
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。

　
党
の
綱
領
は
、
経
済
的
自
由
化
の
重
点
を
、
民
間
部
門
の
活
動
促
進
と
、
公
共
部
門
を
重
工
業
お
よ
び
戦
略
的
工
業
に
制
限
す
る
こ
と
と
に
置

い
て
い
る
。
公
共
部
門
の
幾
つ
か
の
会
社
の
株
式
の
個
人
売
却
、
公
共
部
門
と
民
間
部
門
の
合
併
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
所
得
分
配
を
実
現
す
る
主
要
な
手
段
と
し
て
は
、
租
税
政
策
を
考
え
て
い
る
。

　
　
◎
新
ワ
フ
ド
党
（
想
昏
巳
－
譲
畳
二
↓
聾
α
帥
）

　
こ
の
党
は
一
九
七
八
年
二
月
か
ら
一
〇
〇
日
間
活
動
七
た
後
、
同
年
五
月
、
サ
ー
ダ
ー
ト
政
権
に
よ
る
反
政
府
分
子
に
対
す
る
締
め
付
け
措
置

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
＝
　
　
　
（
五
〇
九
）



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
ニ
　
　
（
五
一
〇
）

に
抗
議
し
て
自
主
解
党
し
た
。
民
間
部
門
の
よ
り
積
極
的
な
役
割
、
公
共
部
門
が
重
工
業
お
よ
び
基
礎
的
な
公
共
事
業
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
主
唱
し
た
。

　
所
得
分
配
は
租
税
政
策
に
よ
つ
て
実
現
し
、
あ
ら
ゆ
る
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
と
と
も
に
、
物
価
上
昇
に
即
し
て
賃
金
を
上
げ
る
べ
き
で
あ

　
　
（
1
0
）

る
と
す
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
門
戸
開
放
政
策
を
積
極
的
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
、
現
在
エ
ジ
プ
ト
指
導
層
の
間
で
主
流
と
な
つ
て
い
る
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

は
、
そ
の
背
後
で
従
来
の
公
共
部
門
の
管
理
者
層
の
厚
い
支
持
基
盤
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
一
九
七
〇
年
代
初
め
に
お
い
て
公
共
部
門
管
理
者
層

の
主
流
の
意
見
は
、
公
共
部
門
の
存
在
が
、
彼
ら
に
報
酬
の
あ
る
地
位
を
提
供
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
存
続
を
望
む
と
い
う
も
の
で
あ
つ
た
。
し

か
し
少
数
意
見
と
し
て
、
第
一
に
、
資
本
主
義
的
社
会
へ
の
完
全
復
帰
を
望
む
も
の
、
第
二
と
し
て
、
公
共
部
門
に
お
け
る
彼
ら
の
地
位
を
民
間

企
業
へ
の
踏
み
石
と
考
え
る
意
見
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
外
国
投
資
の
機
会
が
よ
り
多
く
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
主
流
の
意
見
は
こ
の
少
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

意
見
ヘ
シ
フ
ト
し
、
多
く
が
公
共
部
門
に
対
す
る
関
心
を
失
な
い
、
民
間
部
門
に
対
す
る
関
心
を
強
め
た
の
で
あ
る
。

　
∬
　
門
戸
開
放
政
策
に
対
す
る
反
対
意
見

　
　
㈲
国
民
進
歩
連
合
党
（
愚
N
ぎ
↑
↓
督
ヨ
ヨ
仁
・
二
－
名
馨
昌
一
？
霊
潟
ま
毒
嘗
ア
ミ
昌
鼠
＆
鴇
一
）

　
こ
の
党
は
現
在
の
エ
ジ
プ
ト
指
導
層
の
中
で
は
、
最
も
左
翼
に
位
置
す
る
社
会
主
義
政
党
で
あ
る
が
、
一
九
七
八
年
の
議
会
選
挙
に
お
い
て
そ

れ
ま
で
の
二
議
席
を
失
な
い
、
現
在
院
内
活
動
を
行
な
つ
て
い
な
い
。

　
そ
の
綱
領
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
主
義
は
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
歴
史
的
必
然
で
あ
る
。
」
し
か
し
党
は
そ
の
即
時
実
現
を
意
図
し
て
い
な
い
。
現

段
階
に
お
け
る
そ
の
主
要
任
務
は
、
労
働
者
の
諸
権
利
と
政
治
的
自
由
の
擁
護
で
あ
る
。
経
済
面
に
お
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
経
済
を
外
国
支
配
か
ら

擁
護
す
る
必
要
性
と
計
画
と
公
共
部
門
の
役
割
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。

　
党
は
政
府
の
門
戸
開
放
政
策
と
、
そ
の
政
策
が
貧
し
い
下
層
階
級
に
与
え
る
効
果
に
非
常
に
批
判
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
政
策
の
結
果
、
イ



ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
、
少
数
の
手
中
へ
の
富
の
集
中
、
外
国
の
影
響
力
の
強
化
、
寄
生
的
資
本
主
義
の
発
展
が
も
た
ら
さ
れ
た
」
。

　
党
の
綱
領
は
、
農
村
に
お
け
る
所
得
分
配
の
実
態
に
つ
い
て
具
体
的
な
調
査
統
計
を
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
不
均
衡
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
全
農
業
所
得
の
七
二
％
が
土
地
所
有
者
へ
、
二
八
％
が
そ
れ
以
外
の
農
業
労
働
者
へ
分
配
さ
れ
て
い
る
。
後
者
の
中
で
、
土
地
を
賃
借
し
て

い
な
い
農
民
（
農
村
人
口
の
三
七
％
を
占
め
る
）
嫡
全
農
業
所
得
の
九
・
七
％
を
得
る
の
み
で
あ
る
。
更
に
土
地
所
有
者
内
部
に
お
い
て
不
均
衡
な

分
配
が
見
ら
れ
、
農
村
人
口
の
一
％
を
占
め
る
大
土
地
所
有
者
が
全
農
業
所
得
の
一
七
％
を
得
て
い
る
の
に
対
し
て
、
農
村
人
口
の
五
三
％
を
占

め
る
小
土
地
所
有
者
が
そ
の
二
八
％
し
か
得
て
い
な
い
。
都
市
に
お
け
る
所
得
分
配
に
つ
い
て
は
、
国
民
所
得
に
占
め
る
労
働
者
階
級
の
取
り
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

が
減
少
し
つ
つ
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
認
識
に
立
つ
て
、
党
は
租
税
政
策
の
有
効
性
を
否
定
的
に
評
価
す
る
。
つ
ま
り
「
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
は
、
税
収
入
の
大
部

分
は
間
接
税
で
あ
り
、
多
く
の
資
本
主
義
的
活
動
に
対
し
て
全
く
直
接
税
が
課
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
所
得
分
配
は
こ
の
よ
う
な
部
分
的
な
政
策
に

よ
つ
て
は
達
成
さ
れ
得
な
い
。
従
つ
て
所
得
の
均
衡
分
配
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
経
済
政
策
ー
計
画
、
消
費
、
貯
蓄
、
賃
金
、
投

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

資
ー
を
再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
観
る
。

　
　
㈲
マ
ル
ク
ス
主
義
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
彼
ら
は
門
戸
開
放
政
策
を
、
資
本
主
義
的
生
産
関
係
の
復
活
と
捉
え
る
。

　
　
◎
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
（
岸
畠
2
ア
ζ
琶
ぎ
富
）

　
こ
の
勢
力
の
活
動
は
、
一
九
五
二
年
革
命
以
降
ナ
ー
セ
ル
政
権
に
よ
る
弾
圧
に
よ
つ
て
非
常
に
弱
め
ら
れ
、
現
在
に
至
つ
て
い
る
。

　
彼
ら
は
所
得
分
配
の
問
題
に
関
し
て
、
そ
れ
程
詳
し
く
述
べ
て
い
な
い
。
し
か
し
所
得
と
富
の
不
均
衡
な
分
配
に
対
す
る
批
判
は
行
な
つ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

る
。
そ
し
て
均
衡
分
配
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
経
済
原
理
－
特
に
施
し
へ
鋤
・
占
餌
富
ε
ー
ヘ
の
復
帰
を
説
く
。

　
し
か
し
現
在
エ
ジ
プ
ト
で
中
層
階
級
の
間
に
浸
透
し
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
根
元
主
義
の
運
動
含
↓
聾
卿
．
帥
言
菖
器
黒
旨
ε
は
、
過
去
の
ム
ス

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
三
　
　
（
五
一
一
）



　
　
　
ヱ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ
四
　
　
（
五
一
二
）

リ
ム
同
胞
団
の
思
想
を
明
確
に
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、
運
動
の
主
体
と
し
て
は
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
と
区
別
さ
れ
癒
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
⑥
そ
の
他
の
反
対
意
見

　
一
九
七
四
年
五
月
、
六
月
、
独
立
系
の
国
民
議
会
議
員
、
ア
フ
メ
ド
・
タ
ハ
（
》
冒
巴
凝
富
）
お
よ
び
マ
フ
ム
ー
ド
・
ア
ル
カ
デ
ィ
（
ζ
魯
馨
且

苧
浮
3
は
、
「
外
国
・
ア
ラ
ブ
投
資
法
」
案
が
、
O
エ
ジ
プ
ト
経
済
の
外
国
資
本
に
対
す
る
従
属
を
導
く
可
能
性
が
あ
る
、
⇔
憲
法
二
六
条
、
、

二
七
条
が
規
定
す
る
労
働
者
の
権
利
　
　
例
え
ば
最
低
賃
金
や
労
働
者
の
経
営
参
加
1
を
保
証
し
て
い
な
い
、
と
し
て
、
本
法
案
に
反
対
し

（
1
6
）た

。
更
に
も
う
一
人
の
独
立
系
議
員
は
、
こ
の
法
律
の
下
で
は
、
外
国
資
本
に
よ
る
建
築
物
が
国
内
賃
貸
法
の
適
用
を
免
除
さ
れ
る
点
に
反
対
し

（
1
7
）

た
。　

そ
の
後
、
様
々
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
・
リ
ー
ダ
ー
が
門
戸
開
放
政
策
の
弊
害
を
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
イ
ン
・
シ
ャ
ム
ス
大
学
前
学
長
、
モ
ハ

メ
ド
・
ヘ
ル
ミ
・
ム
ラ
ド
（
ζ
畠
磐
＆
浮
一
邑
窯
償
邑
）
は
、
門
戸
開
放
政
策
が
社
会
的
公
正
お
よ
び
所
得
分
配
に
お
い
て
欠
陥
を
有
す
る
と
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

じ
、
高
額
所
得
者
の
贅
沢
消
費
お
よ
び
儀
式
的
催
し
に
対
す
る
政
府
の
多
額
の
出
費
を
批
判
し
て
い
る
。

　
ま
た
経
済
学
者
、
ル
ト
フ
ィ
・
ア
ブ
デ
ル
・
ア
ズ
ィ
ム
（
『
島
＞
区
の
一
≧
冒
）
は
、
元
来
政
府
の
門
戸
開
放
政
策
を
支
持
し
て
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
同
時
に
、
こ
の
政
策
に
起
因
す
る
社
会
的
諸
問
題
　
　
贅
沢
、
所
得
の
不
均
衡
分
配
1
を
一
貫
し
て
指
摘
し
て
い
る
。
一
九
七
六
年

一
一
月
に
は
、
　
「
高
額
所
得
者
に
よ
る
贅
沢
品
の
消
費
は
社
会
的
挑
発
で
あ
り
、
階
級
間
の
敵
対
と
不
安
定
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て

　
（
1
9
）

い
る
。

　
ま
た
商
工
会
議
所
総
連
合
会
長
、
エ
ヅ
ザ
ト
・
ギ
ダ
ン
（
守
聾
象
爵
・
）
は
一
九
七
八
年
七
月
、
O
外
国
投
資
を
統
制
す
る
経
済
的
優
先
順
位

が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
、
⇔
外
国
資
本
の
側
に
投
資
効
果
が
早
い
プ
・
ジ
ェ
ク
ト
に
投
資
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

て
「
門
戸
開
放
政
策
が
少
数
の
者
だ
け
を
富
ま
せ
る
手
段
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
」
と
警
告
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
反
対
意
見
は
次
の
三
つ
に
要
約
さ
れ
る
。
第
一
に
、
一
九
七
四
年
以
降
の
門
戸
開
放
政
策
の
実
施
に
よ
つ
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の



消
費
物
資
が
エ
ジ
プ
ト
市
場
に
満
ち
、
そ
れ
が
社
会
の
中
に
贅
沢
志
向
の
気
風
を
作
り
出
し
た
。
第
二
に
、
も
し
エ
ジ
プ
ト
が
外
国
資
本
を
導
入

す
べ
き
部
門
に
つ
い
て
優
先
順
位
を
明
確
に
さ
せ
て
い
た
な
ら
ば
、
門
戸
開
放
政
策
は
有
益
な
も
の
に
な
つ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は

そ
の
よ
う
な
規
準
は
存
在
し
な
か
つ
た
。
第
三
に
、
門
戸
開
放
政
策
は
、
貧
困
大
衆
と
少
数
の
高
額
所
得
者
の
間
の
格
差
を
拡
大
す
る
か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

で
、
所
得
分
配
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
租
税
政
策
は
そ
の
格
差
を
縮
小
す
る
上
で
余
り
役
立
つ
て
い
な
い
。

　
振
り
返
つ
て
賛
成
意
見
と
反
対
意
見
を
比
較
す
る
と
、
現
サ
ー
ダ
ー
ト
政
権
は
外
国
資
本
を
全
面
的
に
導
入
し
、
そ
の
基
礎
の
上
に
公
共
部
門

の
活
動
を
制
限
し
民
間
部
門
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
て
経
済
発
展
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
所
得
格
差
の
間
題
は
租
税
政
策
に
よ

つ
て
是
正
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
現
在
エ
ジ
プ
ト
指
導
層
の
一
部
は
、
政
府
が
追
求
し
て
い
る
門
戸
開
放
政
策
は
社
会
的
に
見
て

不
均
衝
な
所
得
分
配
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
評
価
し
、
そ
れ
を
改
善
す
る
た
め
の
租
税
政
策
の
役
割
に
否
定
的
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
経
済
発
展

が
、
貧
困
に
対
す
る
強
力
な
対
処
な
し
に
は
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
所
得
分
配
の
観
点
か
ら
の
こ
の
批
判
の
意
味
は
重
要
で
あ
る
。
そ

の
意
味
で
今
後
、
門
戸
開
放
政
策
下
で
の
開
発
経
済
の
内
容
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
エ
ジ
プ
ト
の
旧
五
ヶ
年
計
画
（
一
九
七
八
年
～
一
九
八
二
年
）
に
関
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
開
発
機
関
（
↓
ぎ
d
巳
富
ユ
聾
舞
辞
》
鷺
昌
o
矯
h
8

　
　
冒
言
琶
暮
δ
壁
一
∪
Φ
＜
Φ
一
8
ヨ
①
旨
）
に
よ
つ
て
委
託
さ
れ
た
男
暮
ξ
＄
0
8
信
℃
が
ま
と
め
た
報
告
の
中
に
見
ら
れ
る
。
（
、
．
国
隅
営
磐
窃
曾
讐
o
≦
一
薦
、
、
o
o
b
犠
旨
＜
o
一
●
ρ

　
　
Z
ρ
ω
ρ
8
一
昌
鴇
ご
o
o
ρ
℃
b
一
●
）

（
2
）
》
呂
お
”
勾
薦
F
息
9
“
蹄
。
り
P
。
S

（
3
）
田
一
巨
∪
Φ
ω
ω
o
鼻
押
、
§
。
ミ
鳴
b
ミ
篭
尊
ミ
馬
§
…
一

（
4
）
導
ミ
こ
P
8
。

（
5
）
㌫
ミ
‘
マ
O
b
o
●

（
6
）
奪
ミ
こ
P
㎝
9

（
7
）
奪
ミ
‘
唱
●
q
9

（
8
）
　
』
ミ
軋
こ
P
臼
。

　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て

℃
●
O
o
o
●

ニ
ニ
五
　
　
（
五
二
一
一
）



（
9
）

（
1
0
）

（
1
1
）

（
12
）

（
B
）的

公
正
を
達
成
す
る
手
段
と
し
て
の
租
税
の
役
割
を
強
調
し
て
い
る
。

優
遇
す
る
か
た
ち
で
変
更
さ
れ
て
い
る
。

に
対
し
て
、

ジ
プ
ト
人
一
入
当
り
年
間
国
民
所
得
が
お
よ
そ
二
八
○
米
ド
ル
非
二
〇
〇
エ
ジ
プ
ト

あ
る
と
観
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

外
国
企
業
と
の
合
弁
企
業
は
、

に
従
事
す
る
建
設
会
社
や
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
会
社
も
免
税
さ
れ
る
。
」
（
ま
ミ
’

す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

（
1
4
）

（
1
5
）

（
16
）

（
17
）

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）ミ

ッ
ド
台
地
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

と
な
つ
た
。
」
「
政
府
諸
機
関
の
間
に
、

↓
o
賃
嵩
箸

』
も
o
o
9 エ

ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六
　
　
（
五
一
四
）

奪
ミ
こ
P
8
。

憲
ミ
‘
℃
●
①
O
．

奪
ミ
‘
P
鰹
●

憲
ミ
‘
唱
℃
・
q
o
o
6
P

奪
ミ
こ
℃
P
＄
占
9
税
制
の
実
態
に
つ
い
て
、
更
に
、
次
の
よ
う
な
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
。
「
サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
は
、
一
九
七
五
年
二
月
と
一
九
七
八
年
五
月
に
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
し
実
際
に
は
税
収
入
は
国
民
総
所
得
の
一
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
税
法
は
高
額
所
得
グ
ル
ー
プ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
な
わ
ち
一
九
七
三
年
の
旧
税
法
に
よ
れ
ぱ
、
年
間
一
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
の
所
得
に
対
す
る
税
率
は
九
五
％
で
あ
つ
た
。
そ
れ

　
　
　
新
税
法
で
は
年
間
七
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
の
所
得
に
対
す
る
税
率
が
七
〇
％
、
年
間
一
〇
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
以
上
に
対
す
る
税
率
が
八
○
％
で
あ
る
。
エ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
ポ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
高
額
所
得
者
に
対
す
る
課
税
は
非
常
に
緩
や
か
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
商
業
活
動
や
資
本
主
義
的
農
業
が
適
正
に
課
税
さ
れ
て
い
な
い
。
税
収
入
の
七
〇
％
は
間
接
税
収
入
で
あ
る
。
外
国
投
資
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
均
五
年
間
免
税
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
定
の
条
件
下
で
、
必
要
な
生
産
資
材
を
無
関
税
で
輸
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
新
都
市
の
建
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴇
暑
、
零
6
0
。
）
。
一
九
八
O
年
七
月
、
政
府
は
租
税
制
度
を
「
税
の
公
正
を
も
た
ら
す
よ
う
に
」
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
O
禽
こ
㌔
§
器
肉
恥
ミ
偽
ミ
2
0
●
8
認
鳩
甘
曼
一
〇
〇
｝
一
箋
O
一
臼
ざ
窯
盈
＆
o
国
器
け
2
0
毛
の
》
鵬
o
昌
o
ざ
O
即
岸
p
℃
・
o
o
。
）

田
葺
a
U
①
ω
ω
o
ロ
寄
u
o
＞
亀
、
‘
℃
。
①
O
。

奪
匙
こ
℃
・
8
●

』
ミ
亀
‘
P
脇
●

』ミ織

‘
P
α
9

等
ミ
‘
P
臼
●
モ
ハ
メ
ド
・
ヘ
ル
ミ
・
ム
ラ
ド
は
そ
の
他
に
教
育
大
臣
、
ワ
フ
ド
党
副
党
首
、
国
民
議
会
議
員
を
歴
任
し
て
い
る
。

奪
ミ
こ
㌘
2
●
ル
ト
フ
ィ
・
ア
プ
デ
ル
・
ア
ズ
ィ
ム
は
現
在
「
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
」
誌
（
亀
山
曾
訪
鑑
曙
ロ
）
編
集
長
で
あ
る
。

～
ミ
亀
こ
P
8
●

そ
の
他
に
官
僚
機
構
に
関
連
し
た
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
「
門
戸
開
放
政
策
は
、
官
僚
組
織
の
腐
敗
と
寄
生
的
資
本
主
義
を
拡
大
さ
せ
る
環
境
を
生
ん
だ
。
例
え
ば
ピ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
臼
富
勺
図
罠
ヨ
一
留
冨
辞
o
聲
智
o
寄
9
）
や
ア
ミ
リ
ヤ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
等
ミ
》
琶
注
冨
鷺
o
寄
9
）
に
関
連
し
た
目
に
余
る
汚
職
が
明
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
政
策
遂
行
に
関
し
て
十
分
な
調
整
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
」
（
奪
ミ
‘
P
鴇
）
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
観
光
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
（
↓
ぎ
勺
『
冨
ヨ
置

　
　
　
8
導
巳
o
図
）
計
画
は
結
局
流
れ
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
近
く
の
ア
ミ
リ
ヤ
の
織
物
工
業
計
画
は
反
対
を
押
し
て
進
行
中
で
あ
る
。
（
ミ
ミ
ミ
鳴
肉
禽
～
冬
ミ
守
8
神

　
　
冒
3
旨
9
一
〇
髭
一
〇
〇
呂
臼
§
一
8
江
o
霧
竃
帥
隠
N
言
①
ω
讐
い
o
呂
o
昌
お
。
。
ρ
p
目
O
）



第
四
章
　
貧
困
対
策
の
内
容
と
間
題
点

　
現
サ
ー
ダ
ー
ト
政
権
は
一
九
七
〇
年
九
月
に
成
立
し
、
一
九
七
六
年
九
月
大
統
領
任
期
二
期
目
に
入
り
今
日
に
至
つ
て
い
る
。
現
政
権
は
貧
困

問
題
を
ど
の
よ
う
に
把
え
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
対
策
を
講
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
そ
の
把
え
方
を
、
政
権
成
立
当
初
と
一
九
八
○
年
現
在
の

間
で
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
一
九
七
一
年
六
月
、
ア
ン
ワ
ル
ッ
・
サ
ー
ダ
ー
ト
大
統
領
は
、
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
連
合
（
m
ヱ
鼠
冨
身
工
窪
H
鮮
冒
ア
．
貯
畳
旨
）
の
第
二
回
全

国
大
会
に
お
い
て
、
四
半
世
紀
に
わ
た
る
農
地
改
革
の
成
果
を
振
り
返
り
、
「
我
が
国
の
農
民
－
我
が
国
民
の
過
半
数
を
形
成
す
る
ー
の
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
（
－

常
生
活
の
型
は
、
生
産
・
住
居
・
食
糧
・
保
健
の
方
法
お
よ
び
手
段
に
お
い
て
、
ま
た
教
育
と
文
化
に
お
い
て
、
根
本
的
に
変
化
し
て
い
な
い
」
）

（
傍
点
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
当
時
サ
ー
ダ
ー
ト
は
、
昨
一
九
七
〇
年
九
月
に
急
逝
し
た
ガ
マ
ー
ル
・
ア
ブ
ド
ゥ
ッ
・
ナ
ー
セ
ル
（
蜜
ヨ
巴
．
き
身
㌣
罫
聲
）
前
大
統
領
の
後

を
受
け
て
大
統
領
に
就
任
し
、
　
一
九
七
一
年
五
月
に
、
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
連
合
内
部
の
ア
リ
ー
・
サ
ブ
リ
（
≧
あ
呂
菖
一
派
に
対
す
る
権
力
闘

争
に
成
功
し
、
そ
の
権
力
基
盤
に
立
つ
て
、
自
己
の
支
配
を
正
統
化
す
る
た
め
の
社
会
変
革
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
国
民
に
向
け
て
示
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
期
に
あ
つ
た
。

サ
ー
ダ
ー
ト
が
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
連
合
第
二
回
全
国
大
会
に
提
出
し
た
「
国
民
行
動
計
画
」
（
↓
ぎ
軍
。
α
q
冨
目
竃
評
・

ぎ
邑
》
呂
呂
）
は
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
の
エ
ジ
プ
ト
社
会
変
革
の
プ
β
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
サ
ー
ダ
ー
ト
と
し
て
は
、
こ
れ
を
以
て
、
ナ
ー
セ
ル

が
一
九
六
二
年
に
「
国
民
憲
章
」
（
↓
ぎ
2
毘
。
琶
O
冨
N
§
）
の
中
で
提
出
し
た
ア
ラ
ブ
社
会
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
つ
て
代
え
よ
う
と
意
図

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
国
民
行
動
計
画
」
の
中
で
、
サ
ー
ダ
ー
ト
は
、
農
村
地
域
の
貧
困
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
状
況
認
識
を
行
な
つ
、
て
い
る
。

　
　
　
「
革
命
期
に
な
さ
れ
た
巨
大
な
奮
闘
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
我
国
の
農
民
の
多
く
は
い
ま
だ
に
失
業
、
低
所
得
、
文
盲
、
栄
養
失
調
、
病
気
、
現
在
お
よ
び
将

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
｝
七
　
　
（
五
｝
五
）



　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
｛
八
　
　
　
（
五
＝
ハ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
来
に
関
す
る
不
安
に
苦
し
ん
で
い
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
更
に
サ
1
ダ
ー
ト
は
こ
の
演
説
の
中
で
、
向
こ
う
一
〇
年
問
に
「
国
民
所
得
を
二
倍
に
す
る
」
と
い
う
新
し
い
目
標
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
サ
！
ダ
ー
ト
政
権
の
始
ま
り
に
お
い
て
は
、
政
府
は
比
較
的
明
確
に
、
エ
ジ
プ
ト
農
村
に
お
け
る
貧
困
の
存
在
を
認
め
て
い
た
の
で
あ

る
。
公
表
さ
れ
た
政
策
に
お
い
て
そ
う
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
ま
た
貧
困
に
対
す
る
強
力
な
対
処
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
。

　
し
か
し
一
九
八
○
年
の
時
点
に
お
け
る
開
発
政
策
の
中
に
、
貧
困
に
関
す
る
言
及
を
探
求
す
る
時
見
出
せ
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
関
連
用
語
で

　
（
4
）

あ
る
。

　
一
、
低
所
得
者
（
言
昌
猛
鼠
鉱
む
壁
）
の
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ペ

　
ニ
、
国
民
大
衆
（
冒
ヨ
鮮
躍
肇
ω
豊
）
か
ら
苦
し
み
（
寧
霞
q
．
警
弩
q
）
を
取
り
除
く
（
傍
点
筆
者
）

　
す
な
わ
ち
、
公
式
的
な
政
策
発
表
に
み
る
限
り
、
政
府
が
貧
困
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
自
体
が
、
難
し
い
。
な
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

な
ら
、
政
府
が
こ
こ
で
指
摘
す
る
「
苦
し
み
（
早
ζ
⊆
．
ぎ
鎧
）
」
と
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
生
活
の
実
態
を
念
頭
に
置
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る

の
か
、
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
・

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
五
二
年
革
命
以
降
の
エ
ジ
プ
ト
に
お
け
る
政
策
発
表
の
中
で
は
、
政
治
問
題
に
な
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
指
導
部
の
政
治
的

意
図
が
常
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
六
七
年
六
月
の
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦
争
に
お
い
て
エ
ジ
プ
ト
が
敗
北
（
①
一
出
鼠
暴
ε
し
た
時
、

政
府
は
敗
北
が
も
た
ら
し
た
、
国
民
の
反
政
府
感
情
を
抑
制
す
る
た
め
に
、
政
策
発
表
・
マ
ス
コ
ミ
か
ら
「
敗
北
」
と
い
う
用
語
を
消
し
去
り
、

「
退
歩
（
弩
－
浮
窃
昌
）
」
を
も
つ
て
替
え
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
貧
困
も
政
治
問
題
に
な
り
得
る
一
つ
の
社
会
状
況
で
あ
る
。
つ
ま
り
現
指
導
部

は
、
エ
ジ
プ
ト
内
外
の
様
々
な
政
治
勢
力
i
例
え
ば
、
社
会
主
義
運
動
や
イ
ス
ラ
ー
ム
根
元
主
義
運
動
（
塾
智
鼠
．
§
＝
濫
旨
巻
ε
）
ー
が

貧
困
間
題
を
利
用
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
国
民
の
現
政
権
に
対
す
る
反
対
感
情
を
増
幅
す
る
こ
と
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
現
指
導
部
が
世
論
操
作
の
た
め
に
、
政
策
発
表
の
中
か
ら
「
貧
困
（
。
一
由
8
菖
」
と
い
う
言
葉
を
払
拭
し
、
そ
れ
に
替
え
て
先
に



述
べ
た
「
苦
し
み
（
甲
ζ
F
卿
畠
ε
」
を
置
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
こ
の
よ
う
に
サ
ー
ダ
ー
ト
政
権
成
立
か
ら
一
〇
年
を
経
た
現
在
、
政
府
の
貧
因
に
対
す
る
認
識
は
よ
り
不
明
確
な
も
の
に
な
つ
て
い
る
。

　
次
に
、
政
府
の
貧
困
政
策
の
内
容
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

　
一
九
八
○
年
五
月
半
ば
新
内
閣
が
組
織
さ
れ
た
直
後
、
自
ら
首
相
を
兼
任
す
る
こ
と
に
な
つ
た
サ
ー
ダ
ー
ト
は
、
こ
れ
ま
で
パ
レ
ス
チ
ナ
自
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

交
渉
を
主
と
す
る
外
政
面
に
費
し
て
来
た
自
分
の
精
力
を
、
今
後
は
国
内
建
設
を
中
心
と
し
た
内
政
面
に
集
中
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し

て
い
わ
ゆ
る
「
新
経
済
政
策
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
主
要
内
容
は
、
近
年
の
エ
ジ
プ
ト
経
済
に
お
け
る
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
国
民
大
衆
の
日
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

生
活
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
と
の
前
提
に
立
ち
、
所
得
の
上
増
し
、
物
価
の
低
減
、
お
よ
び
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
流
通
機
構
の
監
視
等
の
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
所
得
政
策
、
価
格
政
策
は
、
一
九
八
○
年
六
月
、
新
内
閣
第
一
副
首
相
、
フ
ア
ー
ド
・
モ
ヒ
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
（
評
＆
竃
＆
＆
爵
）
に

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

よ
る
施
政
方
針
演
説
の
中
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
い
る
。
モ
ヒ
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
「
国
民
大
衆
か
ら
苦
し
み
を
取
り
除
く
」
こ
と
に
、
高
い
優

先
順
位
を
置
き
（
「
苦
し
み
」
と
い
う
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
）
、
そ
の
手
段
と
し
て
次
の
三
つ
を
掲
げ
る
。

　
　
　
一
、
所
得
を
上
げ
、
物
価
を
下
げ
る

　
　
　
二
、
国
営
企
業
が
生
産
す
る
基
礎
的
必
需
品
の
価
格
を
統
制
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
三
、
国
民
の
必
需
品
（
パ
ン
．
米
．
油
等
を
指
す
…
－
筆
者
注
）
の
価
格
を
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
こ
れ
は
下
層
階
級
の
所
得
水
準
の
低
さ
を
認
識
し
た
上
で
、
そ
の
生
活
苦
を
取
り
除
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
政
府
は
総
合
的
な
開
発
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
貧
困
の
間
題
に
多
面
的
に
対
処
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
フ
ァ
ー

ド
・
モ
ヒ
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
前
述
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
、
教
育
、
厚
生
、
公
共
施
設
、
住
宅
、
生
活
物
資
供
給
の
諸
分
野
に
つ
い
て
次
の
よ

う
な
具
体
的
な
政
策
目
標
を
提
示
し
て
い
る
。

　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
九
　
　
（
五
一
七
）



　
　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
〇
　
　
　
（
五
一
八
）

　
　
　
一
、
教
　
　
育

　
　
　
　
④
全
て
の
段
階
に
お
け
る
教
育
の
根
本
的
改
善
と
近
代
化

　
　
　
　
㈱
文
盲
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
徹
底
的
尽
力

　
　
　
二
、
厚
　
　
生

　
　
　
　
ω
予
防
衛
生
お
よ
び
環
境
衛
生
の
水
準
を
高
め
る

　
　
　
　
＠
薬
品
を
容
易
な
価
格
で
大
衆
に
供
給
す
る

　
　
　
　
の
一
九
八
○
年
中
に
四
、
○
○
○
万
の
住
民
に
対
し
て
保
険
を
適
用
す
る

　
　
　
　
◎
一
九
八
○
年
七
月
一
日
よ
り
、
「
サ
ー
ダ
ー
ト
年
金
」
を
提
供
す
る

　
　
　
三
、
公
共
施
設

　
　
　
　
ω
農
村
電
化
の
諸
計
画

　
　
　
　
＠
輸
送
機
関
を
発
達
さ
せ
る
た
め
の
全
般
的
諸
計
画

　
　
　
　
の
電
話
回
線
敷
設
の
計
画
を
実
行
す
る

　
　
　
　
◎
「
新
都
市
」
（
ヵ
イ
ロ
の
人
口
過
密
を
解
消
す
る
た
め
に
、
ヵ
イ
ロ
周
辺
に
サ
ー
ダ
ー
ト
市
〔
鼠
即
島
轟
9
ω
－
ω
鑑
弩
〕
を
始
め
と
す
る
五
つ
の
新
都
市
を
二
〇
〇
〇
年
完

　
　
　
　
　
成
を
目
指
し
、
二
五
年
計
画
で
建
設
中
．
…
－
筆
者
注
）
の
公
共
施
設
の
第
一
段
階
を
完
成
す
る

　
　
　
四
、
住
　
　
宅

　
　
　
五
、
生
活
物
資
の
供
給

　
　
　
ω
必
離
酉
叩
を
供
給
す
る
一
方
で
、
価
格
を
定
め
る

　
　
　
　
＠
パ
ン
の
問
題
を
解
決
す
る

　
　
　
　
の
販
売
窓
口
の
数
を
増
や
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

　
　
　
　
◎
国
民
の
衣
服
の
生
産
を
増
や
す

　
貧
因
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
を
図
式
化
す
る
と
、
第
二
図
の
よ
う
に
な
る
。
そ
の
際
に
、
各
分
野
間
の
政
策
を
調
整
す
る
協
力
組
織
に
つ
い

て
、
今
後
詳
し
く
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第二図：エジプト政府の貧困対策（1980年）
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。
。
F

（
6
）
　
経
済
担
当
副
首
相
兼
計
画
大
臣
、
ア
プ
デ
ル
・

」圧　　毛　　　　　　　　　　　公共施設

壼　注）「政府の目標は開発、繁栄、食糧である」（『アフ

ー　　バール』紙1980年6月15日掲載）に基づいて筆者作

＞　　成。

竃

　
し
か
し
．
以
上
の
よ
う
な
貧
困
対
策
が
実
際
に
効
果
を
上
げ
る
に
は
、
少
な
く

と
も
次
の
三
つ
の
必
要
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

e
計
画
性
（
既
に
立
案
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
る
計
画
が
新
し
い
計
画
に
よ
つ
て
取
つ

て
替
え
ら
れ
る
時
は
、
前
者
を
廃
止
す
る
根
拠
を
明
確
に
し
た
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
、
⇔
設
定
き
れ
た
政
策
目
標
の
実
現
可
能
性
、
㊧
政
策
実
施
上
の
様
々
な
阻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珍
）

害
要
因
除
去
の
努
力
（
例
え
ば
政
府
公
務
員
の
勤
労
意
欲
の
向
上
）
。

　
（
1
）
　
留
窮
ζ
国
＆
≦
き
鰯
缶
閃
ミ
篭
黛
醤
霜
恥
、
ミ
ミ
…
一
ギ
o
雷
8
・
農
地
改
革
は
「
一
九
五
〇

　
　
年
代
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
い
て
、
平
等
を
増
や
し
貧
困
を
滅
ら
す
手
段
と
し
て
の
地
位
を
確

　
　
立
し
た
。
一
九
五
二
年
、
一
九
六
〇
年
、
一
九
六
九
年
に
エ
ジ
プ
ト
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
継

　
　
続
的
な
農
地
改
革
は
、
普
通
『
成
功
し
た
実
験
』
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
」
（
ま
ミ
・
）

　
（
2
）
国
．
舅
＜
o
一
鴇
昌
℃
、
．
O
富
一
一
〇
凝
①
ω
臼
o
U
Φ
ぎ
一
8
貰
①
旨
》
仙
邑
三
ω
＃
暮
凶
睾
．
、
ぎ

ご
お
（
弩
岡
暮
a
響
円
冨
》
糞
o
活
8
ロ
ご
三
く
①
騰
の
一
な
ぎ
O
畿
8
）
傾
廿
．
o
o
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
出
ω
．
理
一
導
－
鍔
艮
錬
暁
＆
簿
臨
↓
§
笥
戯
駕
」
7
彊
轟
爲
の
あ
競
馨
一
．
．
訟
一
－
迅
ミ
鏑
ミ
斜
嵩
家
亀
口
お
c
。
O
魎
望
｛
冨
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
茜
掌
↓
き
葺
鴇
言
…
母
－
幻
ゆ
惹
．
墾
…
”
ゲ
9
富
．
β
、
．
笥
一
出
ξ
噺
篭
a
尾
雪
一
巻
g
お
。
。
ρ
0
無
冨
言
一
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
℃
お
ω
鑑
o
暮
ω
＆
魯
O
訂
答
ω
国
o
q
矯
筥
、
ω
O
o
ξ
器
円
o
譲
”
銭
の
韓
昌
韓
受
＞
昌
貸
男
8
8
醇
一
昌
｝
い
ぎ
O
＆
ε
㌧
§
器
勘
ミ
紬
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
閃
鋤
ω
け
　
2
0
≦
ω
》
㎎
①
昌
o
ざ
O
鉱
8
噂
℃
マ
b
o
∴
O
》
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ッ
ザ
ク
・
ア
ブ
デ
ル
・
メ
グ
イ
ド
（
＞
9
9
－
国
器
臣
碕
か
び
留
紫
鍔
Φ
印
q
三
山
）
に
よ
れ
ば
、
「
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
八
○
年

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
年
平
均
二
五
％
上
昇
し
た
の
に
対
し
て
、
政
府
公
務
員
、
公
共
部
門
従
業
員
の
賃
上
げ
は
年
平
均
一
〇
％
以
下
で
あ
つ
た
。
」
（
》
。陰
8
琴
湊
9
呂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
の
望
筥
冨
房
、
、
ぎ
↓
ぎ
ミ
ミ
ミ
恥
肉
翰
許
2
0
。
＄
●
冒
ζ
ご
o
。
P
冒
器
旨
”
菖
o
欝
一
〇
〇
簿
彗
轟
三
8
試
o
房
蜜
謂
欝
ぎ
o
ω
リ
ピ
g
島
8
噸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
護
亀
p
一
〇
〇
。
ρ
留
魯
拶
費
一
●

国
民
議
会
で
な
さ
れ
だ
こ
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
、
モ
ヒ
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
は
全
体
的
に
開
発
政
策
に
つ
い
て
述
べ
、
政
府
活
動
の
基
本
目
標
を
、
開
発
（
魯
噸
窪
呂
旨
ε
）
、

エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
姻
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
一
　
　
（
五
一
九
V



　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

三
二
　
　
（
五
二
〇
）

　
繁
栄
（
鴛
－
閃
斜
冨
、
信
）
、
食
糧
保
障
（
旦
－
＞
B
2
苧
駐
留
、
一
讐
）
に
置
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
（
．
．
＞
ま
無
β
学
類
鼻
ロ
彗
ロ
亭
－
．
．
ぼ
学
旗
奪
勘
試
・
a
曜
冒
凶
誘
9
、
ご
。
。
P

　
ω
無
び
辞
β
一
．
）

（
9
）
・
、
諺
犀
鼠
費
一
出
昌
冒
一
暮
一
・
－
、
、
馬
二
出
慰
母
二
・
蓋
菖
岩
ε
一
。
c
。
P
留
埼
言
ε
H
．

（
1
0
）
　
こ
の
政
策
は
他
面
に
お
い
て
「
ひ
と
ま
ず
、
国
民
の
不
満
を
な
だ
め
る
『
時
間
か
せ
ぎ
』
の
手
を
打
つ
」
乏
い
う
政
治
的
意
図
を
持
つ
て
い
た
。
　
（
岡
島
稔
『
エ
ジ
プ
ト
は

　
〃
職
人
天
国
”
』
、
日
本
経
済
新
聞
、
昭
和
五
五
年
九
月
二
二
日
夕
刊
掲
載
）
こ
の
こ
と
は
政
策
目
標
そ
の
も
の
の
価
値
を
損
う
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
政
治
的
意
図
か
ら

　
発
す
る
対
症
療
法
的
政
策
は
、
経
済
政
策
が
有
す
る
包
括
的
な
計
画
性
を
破
壊
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
1
1
）
　
．
．
ト
サ
鼠
皆
学
｝
冒
閥
口
旨
暮
一
…
、
、
含
H
ー
迅
慰
鋤
篭
嵩
吋
雪
一
鴇
ε
一
〇
〇
ゴ
P
留
碑
鳩
聾
窟
ω
鱒
剃
輸
9
c
o
．

（
1
2
）
　
開
発
政
策
の
間
題
と
し
て
、
こ
の
他
に
「
開
発
効
果
が
地
域
的
に
偏
つ
て
現
わ
れ
、
各
州
毎
の
ば
ら
つ
き
が
大
き
い
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
冒
ぎ
O
薦
o
＆
割
①
崔
m
昌

0
8
茜
o
幻
8
①
の
矯
ミ
、
貸
ミ
ミ
ミ
馬
ミ
画
9
↓
ぎ
馳
壁
さ
笥
＆
き
§
織
b
ミ
乳
息
ミ
恥
ミ
き
肉
鐙
黛
罫
H
●
β
6
鉱
3
¢
三
く
。
邑
酔
冤
江
・
旦
甚
9
お
U
o
一
ぞ
の
q
go
器
墨

　
3
ヨ
の
勺
3
一
〇
9
い
鼠
o
昌
o
o
q
醤
℃
謎
冥
o
●
一
｝
置
簿
鴫
お
c
o
ρ
唱
℃
6
0
6
一
’
）

第
五
章
　
結
論
と
今
後
の
研
究
課
題

　
本
稿
で
明
ら
か
と
な
つ
た
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
第
一
は
、
、
下
層
階
級
の
貧
困
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
現
行
の
エ
ジ
プ
ト
開
発
経
済
全
体

が
次
の
よ
う
な
視
角
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
開
発
経
済
は
貧
困
の
除
去
に
園
し
て
何
を
成
し
遂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
工
）

げ
、
何
を
成
し
遂
げ
て
い
な
い
の
か
、
そ
し
て
後
者
に
つ
い
て
そ
の
阻
害
要
因
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
作
業
の
中
で
、
中
層
階

級
へ
の
貧
困
の
浸
透
度
（
本
稿
で
は
扱
つ
て
い
な
い
）
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
は
、
政
策
決
定
機
構
の
中
の
開
発
政
策
の
立
案
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

実
施
に
関
す
る
問
題
点
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
終
わ
り
に
、
こ
の
第
二
の
研
究
課
題
が
指
し
示
す
方
向
を
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
「
社
会
事
業
省
」
（
毒
苺
同
餌
言
似
－
曽
、
鶴
＝
二
ー
景
鼠
ゼ
”
e
の
活
動

を
例
に
と
つ
て
提
示
し
て
お
こ
う
。
こ
の
省
は
「
社
会
開
発
」
と
「
社
会
保
護
」
の
二
つ
の
活
動
領
域
を
持
ち
、
各
々
の
領
域
に
お
け
る
活
働
目

標
を
次
の
よ
う
に
詳
細
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
一
、
社
会
開
発



　
　
　
G
う
社
会
的
養
育
の
過
程
に
関
心
を
持
ち
、
近
代
的
国
家
を
獲
得
す
る
た
め
の
有
能
な
人
間
を
育
成
す
る
機
会
を
与
え
る
。

　
　
　
⑬
村
落
を
全
体
的
な
開
発
の
基
礎
と
し
て
、
文
明
化
の
水
準
ま
で
到
達
さ
せ
る
一
方
、
村
落
社
会
を
再
建
し
、
そ
の
中
に
お
け
る
包
括
的
サ
ー
ビ
ス
を
達

　
　
　
　
成
す
る
。

　
　
　
の
家
族
や
個
人
の
生
産
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
増
し
、
偽
装
失
業
・
季
節
に
よ
る
失
業
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
機
会
を
与
え
る
一
方
、
公
共
部
門
の
自
発

　
　
　
　
的
努
力
お
よ
び
失
業
人
ロ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
。

　
　
　
　
二
、
社
会
保
護

　
　
　
の
家
庭
内
の
安
定
を
実
現
し
、
そ
れ
を
分
裂
と
崩
壊
の
要
素
か
ら
保
護
す
る
一
方
、
働
く
女
性
の
間
題
に
関
心
を
持
ち
、
子
供
の
養
育
に
ふ
さ
わ
し
い
環

　
　
　
　
境
を
提
供
す
る
。

　
　
　
＠
社
会
の
中
の
身
体
障
害
者
お
よ
び
知
恵
遅
れ
の
人
々
の
集
団
を
保
護
し
、
一
六
才
以
下
の
孤
児
・
堕
落
し
た
人
々
・
知
恵
遅
れ
の
人
々
・
身
体
障
害
者
・

　
　
　
　
麻
薬
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
・
高
齢
の
老
人
・
囚
人
の
家
族
・
出
獄
し
た
者
が
、
社
会
の
有
益
な
一
員
と
し
て
の
役
割
を
実
行
で
ぎ
る
よ
う
に
援
助

　
　
　
　
　
す
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
　
の
十
分
な
所
得
を
得
ず
、
か
つ
ま
た
社
会
保
険
制
度
の
適
用
を
受
け
て
い
な
い
家
族
に
対
し
て
、
物
質
的
、
心
理
的
安
定
を
提
供
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
活
動
目
標
自
体
、
貧
困
対
策
を
内
包
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
目
標
と
し
て
の
価
値
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
し
か
し
省
の

実
際
活
動
に
と
つ
て
基
本
的
な
拘
束
要
因
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
活
動
費
用
が
一
九
七
七
年
か
ら
一
九
七
八
年
に
か
け
て
二
、
五
〇
五
万
エ
ジ

ブ
ト
・
ポ
ン
ド
、
一
九
七
八
年
二
三
〇
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
、
一
九
七
九
年
一
九
五
万
エ
ジ
プ
ト
・
ポ
ン
ド
（
予
算
）
と
激
減
し
て
い
る
事
実
で

　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
る
。
こ
れ
は
、
政
府
財
政
の
中
で
の
社
会
事
業
省
の
役
割
が
何
ら
か
の
理
由
に
よ
つ
て
縮
小
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
政
策
決
定
機
構
内
部
で
の
こ
の
省
の
位
置
づ
け
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
中
東
諸
国
内
部
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
格
差
が
少
し
も
解
消
さ
れ
て
い
な
い
間
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
原
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
た
と
え
ば
社
会
主
義
政
策
に
よ
る
公
共

　
　
部
門
重
視
が
民
間
中
小
企
業
零
細
経
営
の
軽
視
に
な
り
、
第
二
次
部
門
重
視
が
農
業
部
門
、
と
く
に
零
細
農
家
を
ぎ
り
す
て
る
傾
向
が
あ
る
。
農
地
改
革
や
協
同
組
合
方
式
の
導
入

　
　
は
最
低
所
得
者
層
よ
り
も
比
較
的
中
上
位
の
所
得
者
層
に
利
益
を
与
え
る
傾
向
が
あ
る
。
大
企
業
と
零
細
経
営
、
あ
る
い
は
産
業
部
門
と
農
業
部
門
に
み
ら
れ
る
賃
金
・
所
得
の
格

　
　
差
は
、
場
合
に
よ
つ
て
は
政
策
的
で
さ
え
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
」
（
板
垣
雄
三
編
、
前
掲
書
、
二
七
五
頁
）
。

　
（
2
）
　
中
東
諸
国
内
部
で
の
格
差
が
解
消
さ
れ
な
い
政
策
決
定
機
構
上
の
一
要
因
と
し
て
、
「
産
油
国
を
含
め
て
中
東
諸
国
で
は
、
主
要
な
産
業
経
営
が
ひ
と
に
ぎ
り
の
王
族
、
名
門

　
　
　
　
エ
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
…
二
　
　
（
五
一
＝
）



　
　
碧
ジ
プ
ト
政
府
の
貧
困
対
策
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
四
　
　
　
（
五
一
＝
剛
）

　
閥
族
、
官
僚
の
手
に
に
ぎ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
格
差
是
正
は
散
発
的
な
政
策
と
し
て
し
か
あ
ら
わ
れ
な
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
　
（
板
垣
雄
三
編
、
前
掲
書
、
二
七
五
頁
V
。

（
3
）
餌
一
－
H
舞
轟
ε
一
－
．
詞
糞
馨
ε
一
博
7
弓
禽
豊
｝
言
N
蟹
鐸
堅
曽
．
毒
＝
－
H
儲
ぎ
騨
．
一
巻
芦
甘
g
姦
量
”
ε
言
慧
一
－
．
≧
”
げ
冒
芦
ミ
ー
§
ミ
『
ミ
ヤ
砺
§
§
『
達

ミ
踊
§
N
驚
ミ
噛
§
ミ
ミ
ミ
鴇
蔑
ミ
一
ミ
o
。
℃
u
弩
ρ
終
警
一
ヌ
H
り
c
。
ρ
留
曲
冨
盆
拝

（
4
）
2
毘
聲
㍗
昏
畠
9
留
齢
“
ビ
墨
峯
一
q
・

（
5
）
　
カ
イ
ロ
大
学
政
経
学
部
経
済
学
教
授
、
オ
マ
ル
・
モ
ヒ
エ
ッ
デ
ィ
ー
ン
氏
（
．
q
旨
餌
旨
窯
ρ
甘
岩
㌣
U
ぢ
）
に
よ
れ
ば
、
「
社
会
事
業
省
は
貧
困
の
問
題
解
決
に
、
小
さ
な

　
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。


